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議 事 日 程  （第４号） 

 

令和７年12月12日（木）午前10時開議 

 

日程第１ 議案第 92号  湖西市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について 

日程第２ 議案第 93号  湖西市特定乳児等通園支援事業の運営の基準を定める条例制定について 

日程第３ 議案第 94号  湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 

日程第４ 議案第 95号  湖西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条 

             例制定について 

日程第５ 議案第 96号  湖西市特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定に 

             ついて 

日程第６ 議案第 97号  湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制 

             定について 

日程第７ 議案第 98号  湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

日程第８ 議案第 99号  湖西市湖西市立小・中学校通学区域審議会条例の一部を改正する条例制定について 

日程第９ 議案第100号  湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

             る条例制定について 

日程第10 議案第101号  湖西市子育て支援センター条例の一部を改正する条例制定について 

日程第11 議案第102号  湖西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

             改正する条例制定について 

日程第12 議案第103号  湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例の一部を改正する条 

             例制定について 

日程第13 議案第104号  湖西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定につ 

            いて 

日程第14 議案第105号  湖西市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制 

             定について 

日程第15 議案第106号  令和５年度湖西市消防防災センター建設工事（建築工事）の工事請負契約の一部変 

             更について 

日程第16 議案第107号  令和５年度湖西市消防防災センター建設工事（電気設備工事）の工事請負契約の一 

             部変更について 

日程第17 議案第108号  公の施設の指定管理者の指定について 

日程第18 議案第109号  公の施設の指定管理者の指定について 

日程第19 議案第110号  公の施設の指定管理者の指定について 

日程第20 議案第111号  令和７年度湖西市一般会計補正予算（第６号） 

日程第21 議案第112号  令和７年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第22 議案第113号  令和７年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第23 議案第114号  令和７年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第24 議案第115号  令和７年度湖西市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第25 議案第116号  令和７年度湖西市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第26 議案第117号  令和７年度湖西市病院事業会計補正予算（第２号） 
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議案第27 議案第118号  令和７年度湖西市消防防災センター第２期建設工事（解体工事）の契約締結につい 

             て 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（神谷里枝） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。撮影

を許可した者には許可証を交付しておりますので、

御報告いたします。 

 続いて、事務局長から報告事項を申し上げます。 

  〔議会事務局長 内山浩二登壇〕 

○議会事務局長（内山浩二） 議案書の受理につい

て申し上げます。本日、市長から追加議案が１件提

出されました。その内容は契約案件１件です。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（神谷里枝） 続いて、損害賠償の額の決定

及び和解について都市整備部長から報告がございま

す。都市整備部長。 

  〔都市整備部長 匂坂隆拡登壇〕 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 報告をいたします。 

 地方自治法第180条第１項の規定に基づき、損害

賠償の額の決定及び和解に関して行いました専決処

分について、同条第２項の規定により御報告を申し

上げますので、お手元の報告書専決第９号を御覧い

ただきたいと存じます。 

 この損害賠償につきましては、令和７年６月29日

日曜日午後２時頃、市道中之郷本線をロードバイク

の自転車が南方向に走行中、街渠ますのグレーチン

グ蓋の上を通過した際に、幅約４センチの縦枠の間

に、幅約２センチのタイヤがはまり、ホイールを損

傷させたものでございます。損害賠償として14万

1,820円を市が支払うことで和解が成立しましたの

で、11月21日に専決処分をさせていただきました。

また、賠償額の14万1,820円は被害額の100％であり、

道路損害賠償責任保険で全額補塡されるものでござ

います。 

 事故の原因は、グレーチング蓋が表裏反対向きに

設置され、横枠がグレーチング蓋の下側の面になっ

ていたために、自転車のタイヤが縦枠の間にはまり

込んで発生をしたものでございます。 

 過去の画像で確認をしたところ、10年以上前から

表裏反対に設置されていたことが判明しましたが、

その経緯は不明であります。 

 今後は、道路パトロールにおいてグレーチング蓋

が正しく設置されているかの確認を重点的に行い、

再発防止に努めてまいります。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○議長（神谷里枝） 報告事項は終わりました。 

 本日の議事日程はお手元に配信のとおりでござい

ます。 

 ここで議員の皆さんにお願いですけども、質疑は

議題となった案件の疑問点を提出者に聞くというこ

とで、自己の意見を述べることは控えていただき、

また、通告書に従って御発言いただきますようお願

い申し上げます。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第１ 議案第92号 湖西

市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、18番 二橋益良

議員の発言を許します。二橋益良議員。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。議案第92号

の第５条第４項における外部の者とは、どのような

者を具体的に主体を想定しているのか。あわせて、

また評価を行う組織について、どのような編成をさ

れるのかお願いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。こども未来部長。 

  〔こども未来部長 戸田昌宏登壇〕 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 外部の者とは、第三者という理解の上で、事業者

が第三者機関などに外部評価をお願いしている場合

であれば、まずはその機関などを活用して評価が実

施できないか検討いただくよう考えております。 

 外部評価を行っていない事業者、または第三者機

関などの外部評価実施が難しい事業者については、

湖西市子ども・子育て会議で評価をしていただくこ

とを想定しております。子ども・子育て会議は、学

識経験者、事業所代表、労働者代表、保護者代表、

公募市民など現在10名で組織されており、公正な評
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価をいただけると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 今行っておる外部評価の構成

のまま、ここに充当するということでございますけ

ども、単純にいいますと、それからしかも分かりま

せんけども、本来やはり内容的にも多少の変化があ

るもんですから、それに関して何か議論はなかった

のかお願いいたします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 外部評価機関につきましては、それぞれ事業所が

サービスを提供している内容であったり、あるいは

利用者からのアンケートなんかも集約して、そうい

ったものを事業者がどう捉えているかという観点で、

サービスの質と向上を図るということで、評価のほ

うをしていらっしゃると伺っておりますので、まず

はそういったところで公正な評価をいただいて、そ

れを事業に生かしていただきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 人事というか構成員の人事に

も関わるもんですから、本来公表すべきじゃあない

と思うんですけども、私どもの議会あるいは市民に

とっても、構成するときのシステムっていうか、あ

るいはそれに関してどういう評価をしながら、こう

した結果で構成されてるよっていうとこがあまり見

えにくいと思うんですよね。本来ですと、やはりそ

こには理由があって、こういう組織でこういうふう

に構成されたっていうのが、どこかで表記されると

もっと明確になるんじゃあないかなと思いますけれ

ども、これは今後の問題として検討すべきかなと思

うんですけども、そこら辺今後どのように対応して

いくかまでお願いいたします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 評価の基準というものが今後国のほうから示され

れば、それに準じてという形でさせていただきます。 

 今想定しているこちらの子ども・子育て会議の委

員の皆様にも、その評価をしていただく上でのポイ

ント等々御説明をさせていただきながら、事業の質

を確保するという点で公正な御評価をいただければ

と考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 一応了解しましたので、また

今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、18番 二橋益良議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第２ 議案第93号 湖西

市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第３ 議案第94号 湖西

市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第94号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第94号は原案のとおり可決されまし

た。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第４ 議案第95号 湖西

市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてを議題と

いたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はござ

いません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいます

か。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第95号について採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

って、議案第95号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第５ 議案第96号 湖西

市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたしま

す。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第96号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第96号は原案のとおり可決されまし

た。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第６ 議案第97号 湖西

市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題といた

します。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はござ

いません。質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

りますので、１番 相曽桃子議員の発言を許します。

１番 相曽桃子議員。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○１番（相曽桃子） 議案第97号 湖西市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改
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正する条例制定につきまして、反対の立場から討論

いたします。 

 地方自治法203条３では、期末手当は条例で定め

ることができると規定されているだけで、人事院勧

告に従う義務はございません。現状、全国的な慣例

に従い増額する運用が多いことは承知してはおりま

すが、慣例は拘束力を持たず、住民への説明責任を

十分に果たしているとは言えません。また、湖西市

におけます報酬審議会は、期末手当を審議対象とし

てはおりません。民主的なチェック機能も働いてい

ない状況です。 

 よって、今回は慣例だけに基づく増額は適切でな

いと判断いたしまして、反対の意見を表明いたしま

す。 

○議長（神谷里枝） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 次に、５番 柴田一雄議員の発言を許します。柴

田議員。 

  〔５番 柴田一雄登壇〕 

○５番（柴田一雄） 議案第97号 湖西市議会の議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定についてに、賛成の立場から討論

いたします。 

 本議案は、人事院勧告における国家公務員指定職

の期末手当支給率の改定を受け、議員期末手当の支

給率を国に準じて改正するものであります。 

 本市は、これまでも情勢適応の原則に基づき、国

家公務員における給与制度の改定に準拠して制度運

用を行ってまいりました。今回の改正もこの原則に

のっとり、適正な支給水準を確保するためのもので

ございます。 

 本議案では、公布日から適用する改正部分と令和

８年４月１日から施行される部分が整理されており、

適用時期や内払いの扱いについても、附則において

明確に規定されております。 

 このように、法、技術的にも適正に構成された条

例改正であると認識しております。また、議員期末

手当の支給率改定は、議員活動の責務の重さに見合

った処遇を確保し、議会の自立性の維持、政策立案

能力の強化にも資するものであり、この人事院勧告

を重く受け止め、議会が不断に調査研究を行い、住

民福祉の増進を探求し、議決機関としての役割を十

分に果たしていく必要がございます。その基盤とし

ての報酬手当の適正化は欠かせないものでございま

す。 

 以上の理由から本議案に賛成いたします。 

○議長（神谷里枝） ただいまの討論は賛成討論で

した。ほかに討論のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第97号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手多数であります。したが

いまして、議案第97号は原案のとおり可決されまし

た。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第７ 議案第98号 湖西

市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を

改正する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第98号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが
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いまして、議案第98号は原案のとおり可決されまし

た。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第８ 議案第99号 湖西

市立小・中学校通学区域審議会条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、９番 福永桂子議

員の発言を許します。 

  〔９番 福永桂子登壇〕 

○９番（福永桂子） ９番 福永桂子です。議案番

号99号、よろしくお願いいたします。それではいい

ですか。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○９番（福永桂子） 改正案では、定数を18人以内

とし人数規定も削除とした理由を、またこれは案件

によって委員数を変動させることも目的としている

か伺います。また、実際の運用においてどのように

人数を決定するのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いします。

教育次長。 

  〔教育次長 鈴木啓二登壇〕 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 北部地区の小中学校統合に伴う通学区域の変更に

当たり、今後、湖西市立小・中学校通学区域審議会

の開催を予定しております。 

 今回の通学区域の変更においては、該当する学校

数が多いため、現行の委員構成では自治会代表やＰ

ＴＡ代表、小中学校長からバランスよく委員を選出

することが難しい状況であります。また、審議案件

によっては、必ずしも18人全員を必要とするもので

はないことも考えられるため、18人以内とするとと

もに組織ごとの定数をなくそうとするものでありま

す。実際の運用においては、審議案件に応じて最適

な構成となるよう委員を選出することになります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 該当する学校が多くて、バラ

ンスよく委員を選出することが難しい状況なので、

枠を取り外して柔軟な条例にしていきたいというそ

ういう理解でよろしいですか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） そのとおりです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 直近で今予定されている北部

地区の通学区域審議会、これの具体的な委員定数や

構成を想定されているんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 予定ではありますが、今回該当する自治会が４地

区あります。知波田地区、新所地区、入出地区、岡

崎地区、そこから自治会代表にそれぞれ出ていただ

こうと考えております。それからＰＴＡもそれに応

じて、湖西中学校、岡崎中学校、東小学校、知波田

小学校からそれぞれＰＴＡの代表に出ていただこう

と。それから校長先生については、それぞれの学校

長にお願いして、あとは学識経験者というところで

今考えてるのは、元校長先生に２名程度をお願いし

ようかと考えているところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 分かりました。そのような構

成であって、議論の質も担保されるし、また各地域

の声とか保護者の声が確実に届くようにできる配分

だとお考えですね、一応確認です。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） そのとおりです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ちょっと最後にもう一つ確認

したいことは、案件に応じて委員の数の変動とか、

また委員構成の変更もあり得るということだと思う

んですけれども、そうなりますとやっぱり大切なの

はこの変更が行政にとってだけ、本当に使いやすい

ものであってはならないと思うんです。その辺の配

慮というのは、もうよくお考えのことと思いますけ

れども一応お聞きいたします。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 



１１８ 

 後の答弁でも少し触れようかと思っておりました

が、必要に応じて関係者の出席を求めるっていう規

定もございますので、その辺で柔軟な対応にしてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ありがとうございます。 

 では、２番のほうに入ります。市職員を削除する

ことにより、運営上、支障を来すことがないのか伺

います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 審議会における審議案件は、教育委員会から提案

するものとなります。市の関係部局にも必要があれ

ば、事前に確認した上で提案を行うことが可能であ

ります。また、必要に応じて関係者の出席を求めて、

意見を聞くことができるという規定により、審議案

件に応じて市の職員をオブザーバーとして出席させ

ることができます。このため、市の職員を構成から

削除することによる影響はないものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 理解しました。ただ、案件に

もよるんですけれども、やはり現場の実務とか財政

事情であったりとか、都市計画上の制約条件とか教

育施策の説明など、やはりそれはその説明の責任は

市にあると思うんです。なので、責任ある立場の人

がこの委員会からいなくなるということだと思いま

す。なので、その責務を果たすことがそれでもでき

ると考えていらっしゃるのか、少し行政の関与と責

任が後退しないかという心配をしているんですけれ

ども、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 繰り返しになりますが、必要に応じて関係者の出

席を求めることができるということの規定にしてお

ります。というところで、市の職員も必要に応じて

オブザーバーでその会議に出席することになります

ので、その辺は大丈夫かと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 責務を果たされるということ

で理解いたしました。 

 それでは、次の３番と４番は１番のところで、今

までのところで理解しましたので取り下げます。 

○議長（神谷里枝） ３番の質問というのは、諮問

に係る答申が終了するまでに変更されて、それ答弁

してませんよね。 

○９番（福永桂子） 大体分かりましたので。 

○議長（神谷里枝） 通告に従ってやってください。

○９番（福永桂子） 取り下げます。 

○議長（神谷里枝） 始まる前にも申し上げました

けども、質疑も一般質問もそうですけども取りあえ

ず通告に従ってやってくださいということを申し上

げました。一般質問ではありませんし、質疑という

ことで今回は福永議員の考え方で進めてください。

どうぞ。 

 取下げっておっしゃいましたね。 

○９番（福永桂子） 分かりました。 

○議長（神谷里枝） ３番、４番を取下げ。 

○９番（福永桂子） ３番と４番は取り下げます。 

 じゃあ５番に入ります。よろしいですか。今回の

条例改正は、特定の案件を念頭に置いていますが、

改正内容は恒久的なルール変更となります。今後、

市内全域で起こり得る大規模な通学区域等の課題に

対しても、この新たな仕組みが最善の対応策である

と判断されたのか、見解を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 先ほど申し上げましたとおり、この改正により審

議案件に応じた委員の選出が可能になりますことか

ら、今回の通学区域の変更に限らず最善の対応策で

あると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 条例改正に一貫性があること

はそれで分かりました。ただ、ほかの条例との整合

性は図られたことでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 
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○教育次長（鈴木啓二） 市の審議会条例、少し確

認しました。ほとんどの条例には、市の職員が入っ

ていないことも確認しております。それから他市の

状況もちょっと確認しまして、大体委員の人数が12

人以内というところが多かったです。今回、湖西市

の今回の条例改正は18人以内というところで、人数

もそれなりに確保できてるのかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 理解いたしました。 

 これで私の質問は終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、９番 福永桂子議員

の質疑を終わります。 

 続いて、２番 山本晃子議員の発言を許します。

２番 山本晃子議員。 

  〔２番 山本晃子登壇〕 

○２番（山本晃子） ２番 山本晃子です。同じと

ころの質問だったんですが、今の先輩議員の質疑で

理解いたしましたので、取り下げをさせていただき

ます。 

○議長（神谷里枝） 以上で、２番 山本晃子議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第99号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第99号は原案のとおり可決されまし

た。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第９ 議案第100号 湖

西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定についてを

議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第100号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第100号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第10 議案第101号 湖

西市子育て支援センター条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第101号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第101号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第11 議案第102号 湖

西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はござ

いません。質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第102号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第102号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第12 議案第103号 湖

西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関

する条例の一部を改正する条例制定についてを議題

といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、２番 山本晃子

議員の発言を許します。２番 山本晃子議員。 

  〔２番 山本晃子登壇〕 

○２番（山本晃子） ２番 山本晃子です。議案第

103号 湖西市再生可能エネルギー発電設備の適切

な設置に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて質問させていただきます。 

 まず１つ目です。今回の条例の一部改正に至った

主な背景をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。環境部長。 

  〔環境部長 内藤健作登壇〕 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 近年、再生可能エネルギーの導入拡大や電力需要

の変動増加に伴い、系統用蓄電池の需要が高まって

おり、本市においても設置に関する問合せが増加し

ております。 

 系統用蓄電池は、騒音が発生する設備であること

から、近隣住民の生活環境が損なわれる可能性が懸

念されるものの、構造によっては設置に関して騒音

を規制する法令等が適用されない可能性があるため、

対象設備に系統用蓄電池を加えることとしたもので

あります。また、市民の皆様が安心して生活できる

よう、防災や生活環境保全、景観への配慮、地域と

の調和、住民との合意形成、維持管理など適正に行

われるよう、太陽光発電設備なども含めた運用の一

部見直しを行い、必要な規制を加えるものでありま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。ただ

いま問合せが増加というお話しだったんですが、ど

の程度問合せがあるのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 
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○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 週に１件から２件程度でございまして、月に換算

するとおおむね６件程度になっております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。私の

予想より多いなという感想なんですが、今もう一点、

法にかからないタイプっていうものがあるっていう

ことだったんですが、これはどういったものを指す

んでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 蓄電池の設備内で使用する空調設備、圧縮機です

けれどもその分の出力が7.5キロワット以上が、ま

たはあとは県の条例だと3.75キロワットとか、そう

いったちょっと細かな数字があるんですけども、一

定規模以上が規制にかかってくるものでありますの

で、今回はその規模以下のもの、それも全て規制の

対象とするという形で考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。一定

以下の小さなものも対象になるということで、安心

いたしました。 

 では、続いて２番に。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） 市として、系統用蓄電池の火

災のリスクについて、どのように認識されているの

かお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 過去の事例では、令和５年に他県で発生した太陽

光発電所の火災において、併設する蓄電池設備の建

屋で爆発、火災が発生し蓄電池から出火した可能性

があるとされています。系統用蓄電池にも同様に、

リチウムイオン電池が使用されており、その電解液

は危険物に該当し、過充電、過放電、外部からの衝

撃などを原因として、発火や火災が発生するリスク

はあるものと認識しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 全国的に、蓄電池に関する火

災事例というのを複数報告されていると思うんです

けれども、これ一度発火すると非常に鎮火に時間が

かかるっていう報道がなされているかと思いますし、

有毒ガスが発生するケースなども知られているかと

思うんですけれども、たしかこれ市街地のほうが設

置しやすいタイプというか、系統用蓄電池は市街地

のほうが設置されやすいというふうに聞いているの

でより心配になっているんですが、その火災に対し

て鎮火しにくい点に関してはどのように対応されま

すか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 すいません、鎮火しにくいっていうのは、鎮火に

ついてっていうよりもその前段階の話をさせてもら

います。まず御心配されてるのは火災の可能性とい

うところで、このリチウムイオン電池の電解液って

いうのは危険物にして位置づけられておりますので、

消防法だとか湖西市の火災予防条例等、そちらのほ

うに該当するという施設になりますので、施設の構

造だとかあと管理基準とか、あと危険物の貯蔵とか

取扱いの関係は、全て申請なり届出をするような形

になりますので、火災の前段階という意味ではそう

いった規制がかかっているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 大変失礼しました。質問が悪

かったです。安心いたしました、届出が必要だとい

うことで理解しました。 

 では、続いて３番です。系統用蓄電池の騒音規制

はどの基準で判断されるのか、騒音や低周波の測定

方法は市で定めているのかお伺いします。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 騒音の規制基準は、国が定めた環境基準にのっと

り、事業区域の敷地境界部分における測定値が、環

境基準値以下であるかどうかというところで判断し

ます。騒音や低周波の測定方法は、国で定められて

いるため、市独自で測定方法は特に定めてございま
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せん。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ただいま国が定めた環境基準

というお話だったんですが、この系統用蓄電池に関

しての基準というのは何デシベルぐらいになるんで

すか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 先ほど、市街化区域と調整区域に分かれてござい

まして、市街化区域のほうが昼間、朝の６時から22

時までの時間帯におきましては55デシベル、これは

市役所内の大体ざわざわした状況がそれに相当する

ぐらいの値です。夜間につきましては22時から朝の

６時までが45デシベル、これは図書館の中のような

そんな状況でございます。 

 一方、市街化調整区域につきましては若干規制が

緩みまして、昼間が60デシベル、夜間が50デシベル

という形になってございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。例え

ば、騒音で苦情があった場合っていうのはどういっ

た対応になるのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 環境課の職員が現地に趣まして、敷地境界線で数

値を測定するという形で対応してまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では、続いて４番目に。地域住民が協定締結を求

めた場合、市は内容をどこまで指導・関与されます

でしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 地域住民と事業者が結ぶ協定であることから、市

が直接内容に関与することはありません。しかし、

地域住民や事業者から協定の内容に関して相談があ

れば、アドバイスを行っていきたいというふうに考

えております。また、市民が事業者に協定の締結を

求めても、事業者がそれに応じない場合は指導を行

ってまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） それは、協定書の内容のチェ

ックとかを市でしていただけるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 協定書も、うちの市のほうに最終的には申請書に

添付をしてもらうというふうに考えておりますので、

そういった中身を一応確認をしていくという形にな

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。それ

を伺いまして安心いたしました。 

 では次、５番に。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） ５番、事業者が提出する技術

資料・安全対策書・環境影響資料を専門的に審査で

きる人材が市にはいらっしゃるのでしょうか、また

外部専門家の関与は検討されていますでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 現在、再生可能エネルギー発電設備の設置に対し、

関係各課へ届出や許可など必要な手続を行ってもら

うため、事業者によって持ち回りを実施していただ

いております。系統用蓄電池につきましても同様に、

関係各課へ必要な手続を行った後、環境課へ届出を

提出していただくこととなりますが、今のところ市

職員において審査を行う予定で、事業全般を専門的

に審査する外部専門家の関与までは考えておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本委員。 

○２番（山本晃子） 分かりました。日本でまだ始

まったばかりの事業なので、専門的な知識も必要で

難しいこともあるかなと思って質問させていただい
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たんですが、例えば難しい案件などは他市町と情報

共有などされるような形を取られるんでしょうか。

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 議員御存じのとおり、系統用蓄電池というものが

まだ最近出始めてきたものでございまして、近隣で

も浜松市と田原市、そちらに実際物が設置してござ

いますので、うちの環境課職員のほうもその現地の

ほうに確認に行きまして状況等を見てございますの

で、今後そういった部分も踏まえて情報等は収集し

て、事務の処理を進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。 

 では６番に。市としてこの条例改正をどのように

評価し、今後どのような点を重視されていくのか教

えてください。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 現時点で、市内において系統用蓄電池の設置済み、

または施工中の案件はございませんが、本条例改正

により設置前に規制することが可能となることから、

市民の生活環境を保全する上でも必要なものである

というふうに考えております。 

 また、今後については系統用蓄電池に限らず、太

陽光発電設備などを含めた再生可能エネルギー発電

設備等の適正設置により、市民の生活環境が保全で

きるよう、引き続き国の動向や他市町の事例などを

注視してまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。この

系統用蓄電池のビジネスが、本格的にもなる前に、

いち早く改正してくださるということで大変ありが

たいと思っているんですが、ただもう一歩踏み込ん

だ罰則規定ですとか保険加入の義務とか、撤去時の

積立てなど盛り込まれていればと思っているんです

が、この辺りの御検討というのはされてはいらっし

ゃらなかったでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 罰則に関しましては従来の運用と変わらず、特に

罰金だとかそういったものの設定とか、そういう盛

り込み方はしておりません。ただし、そういった事

業者に対しては名前を公表するという手続等を行い

ますので、そういった事例もまだございませんので、

今後の状況を見ながらそういったことが必要なら、

状況に応じて検討もしていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 承知いたしました。この点は

今後の状況に応じてということで、期待したいと思

います。 

 ありがとうございました、質問を終わらせてくだ

さい。 

○議長（神谷里枝） 以上で、２番 山本晃子議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第103号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第103号は原案のとおり可決されま

した。 
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 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は

11時15分とさせていただきます。 

午前11時02分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 次に日程第13 議案第104号 

湖西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題といたし

ます。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第104号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第104号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第14 議案第105号 湖

西市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部を改正する条例制定についてを議題とい

たします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、１番 相曽桃子議

員の発言を許します。１番 相曽桃子議員。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○１番（相曽桃子） 議案第105号 湖西市消防団

員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例制定について質疑させていただきま

す。 

 まず１なんですけれども、警戒、訓練等、職務に

従事する場合における出動報酬を2,000円から3,000

円に改めるというところでありますが、この金額設

定の根拠、算出方法を伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いします。

消防長。 

  〔消防長 奥村 等登壇〕 

○消防長（奥村 等） お答えします。 

 金額設定の根拠としまして、県内他市町の現状を

総合的に勘案し、本市としましては3,000円が適正、

妥当であると判断をいたしました。特に、隣接しま

す浜松市とは、静岡県消防協会西遠支部を共同運営

しており、合同で訓練や講習会、各種イベント等を

行うことも多く、報酬額の違いが課題となっており

ました。今回、報酬額を浜松市と同様に3,000円と

することで統一を図りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 大きく考えまして、浜松市と

の報酬を併せてということが大きな理由かなと思う

んですけれども、今現行によりますと１日につきと

いうところで、この１日というところなんですけれ

ども、そこは浜松市さんも１日につき3,000円って

いうふうになってるのは、同じ内容なのかを確認し

たいです。１日といいましても１時間なのか３時間

なのか、５時間なのか時間があると思うんですけれ

ども、そういう細かいところまで一緒になっていて、

同等に１日につき3,000円というふうにしたいとい

うとこが、ちょっとそこの確認をお願いします。 

○議長（神谷里枝） 消防長。 

○消防長（奥村 等） お答えします。 

 浜松市につきましては、１回当たり3,000円とな

っております。ですので、１日にもう３回訓練があ

れば３回とも出るということで、湖西市については
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１日につき3,000円ということです。県内の他市町

についても、いろいろばらつきがあって統一がない

んですけれども、湖西市の本市のように１日につき

3,000円のところもあれば１回当たり、金額が何円

というところもありますし、例えば３時間以上やれ

ば3,000円、３時間未満であれば1,500円といったそ

ういったように定められております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そうしますと、同じような報

酬っていう認識がちょっと難しいような気がしてし

まうんですけれども、消防庁が出しております非常

勤消防団員の報酬等の基準があると思います。そこ

には、非常勤消防団員の報酬等の基準に関わる留意

点といたしまして、出動報酬１日当たり4,000円と

いうふうになっていると思います。あくまで、先ほ

ど消防長おっしゃいましたように、ただしというと

ころであくまで市町村で定めと、基本的には業務の

負荷や活動時間等を勘案し、標準額と比較して均衡

を取りつつ、具体的な取扱いにつきましては各市町

村において定めることとされていると思いますので、

そうしますと出動報酬１日当たり4,000円でも問題

なかったように感じるんですけれども、今浜松市さ

んの話を聞くのと、お隣豊橋は１時間置きに1,000

円足していくスタイルでやっていらっしゃると思う

ので、そういうところを見ますと3,000円にした理

由の根拠がちょっと納得できないんですが、その点、

消防庁が出している基準に関してはどのようにお考

えですか。 

○議長（神谷里枝） 消防長。 

○消防長（奥村 等） お答えします。 

 まず、国が定めます非常勤消防団員の報酬等の基

準ですが、これは災害以外の出動については市町村

に、先ほどの相曽議員がおっしゃったとおり市町村

において業務の負荷であったり活動時間を勘案して、

標準額等均衡の取れた額となるよう定められている

ことになっており、１日当たりが4,000円が望まし

いというようになっていますが、この均衡を取る観

点から、標準額を下回っても差し支えないというふ

うになっております。また、3,000円以上支給して

いる自治体が約県内で７割であるということと、35

市町の平均が3,000円ということでありまして、先

ほどの答弁のとおり、あと浜松市も訓練の方針が

3,000円ということから、今回改正する3,000円とい

う金額が本市にとっては総合的に妥当であるという

判断に至りました。しかし、今後も社会情勢の変化

や近隣市町の動向に注意しながら、4,000円に上げ

たほうがいいということになれば、必要があれば今

後も検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 今回の改正につきましては、

まず3,000円というふうに判断されたということは

理解しました。 

 それでは、２番のほうに入ります。今回改正され

たとして、増額案ということになりますのでそれを

適用した場合、現状の支払い額と比較しまして年間

でどれぐらい増額になるのかを、試算を確認します。 

○議長（神谷里枝） 消防長。 

○消防長（奥村 等） 答えをします。 

 令和７年度の予算で比較した場合は、指導報酬を

2,000円から3,000にすることにより、年間で715万

円の増額となります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 増額のほうに関しては理解い

たしました。 

 それでは、３番に入ります。団員減少対策としま

して、効果を見込んでいるということであります。

報酬増額以外に、現在検討している団員確保対策な

どあれば全体像を伺いたいと思います。また、増額

案が団員確保策の中でどのぐらいの位置づけである

のかも伺いたいです。 

○議長（神谷里枝） 消防長。 

○消防長（奥村 等） お答えをします。 

 現在、検討している団員確保対策としましては、

消防団員の約８割がサラリーマンということから、

まずは湖西市内の企業を直接訪問し、消防団活動に

関する協力依頼、そして消防団員勧誘説明会を開催

したいと考えております。また、昨年度策定しまし
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た湖西市消防団再編計画に基づきまして、段階的な

条例定数の見直しと分団の統廃合を進めており、適

正な分団数、団員数の確保に努めてまいります。 

 なお、今回の報酬の増額案につきましては、団員

確保の対策としては最も重要、最上位の位置づけと

して捉えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 今消防長おっしゃられたよう

に最上位というところなんで、先ほどもその金額設

定の話が出ましたけれども、分かりました。 

 それでは、質疑なのでこれで終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、１番 相曽桃子議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第105号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第105号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第15号 議案第106号 

令和５年度湖西市消防防災センター建設工事(建築

工事）の工事請負契約の一部変更についてを議題と

いたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第106号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第106号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第16 議案第107号 令

和５年度湖西市消防防災センター建設工事(電気設

備工事）の工事請負契約の一部変更についてを議題

といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、１番 相曽桃子議

員の発言を許します。１番 相曽桃子議員。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○１番（相曽桃子） 議案第107号 令和５年度湖

西市消防防災センター建築工事(電気設備工事）の

工事請負契約の一部変更につきまして、１点御質問

させていただきます。 

 議員全員協議会のほうでも説明はあったんですけ

れども、災害対策本部の映像システム等について、

変換機・分配器及び配線等を追加するものといたし

まして、498万3,000円増額というところであります。

その内訳と、今後必要な維持費や更新費用などにつ

いてお伺いしたいと思います。 
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○議長（神谷里枝） 消防長、登壇して答弁をお願

いいたします。 

  〔消防長 奥村 等登壇〕 

○消防長（奥村 等） お答えします。 

 増額の内訳は、機器追加による直接工事費369万

8,600円、それに伴う共通費97万1,400円の合計額

467万円に工事請負費率を乗じ、消費税を加えた金

額となっております。 

 維持費については、電気代以外のランニングコス

トの発生はなく、更新についても故障した場合の送

信機、受信機、配線を適宜交換し、対応する計画と

なっており、システム一式を定期更新するといった

計画はございません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 少しランニングコストのほう

が気になりましたので、質疑させていただきました。

理解いたしましたので終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、１番 相曽桃子議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第107号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第107号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第17 議案第108号 公

の施設の指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、12番 楠 浩幸議

員の発言を許します。12番 楠 浩幸。 

  〔12番 楠 浩幸登壇〕 

○12番（楠 浩幸） 私のほうからは、議案第108

号 公の施設の指定管理者の指定について、湖西市

ふれあい会館についてお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。３点ほど通告をしております

ので、順番に伺いたいと思っております。 

 まず１問目は、本議案に係る審査の基準を伺いた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いします。

こども未来部長。 

  〔こども未来部長 戸田昌宏登壇〕 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 ふれあい交流館指定管理者の選定に当たり、４つ

の評価項目に基づき審査を行っております。 

 １点目は利用者への平等性やサービス向上など、

施設の管理運営に関する基本的な考え方について、

２点目は利用者の意見、要望、苦情対応など施設の

効用の発揮について、３点目は施設の適正な維持管

理及び管理経費の縮減について、４点目は施設の職

員体制、収支計画及び管理経費についてであります。

事業者からの申請書類、プレゼンテーションにより

これらの項目について評価をいたしました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ４点の審査項目があったよと

いうことなんですけれども、この４つの審査項目の

うち、基準のうち評価の重点とされた項目について、

可能な範囲で具体的に伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 指定管理のやっぱりメリットといいますと、民間

事業者のノウハウであったり、アイデアといったも



１２８ 

のを生かした住民サービスの向上、もう一つは経費

削減というところが大きなポイントであるかと思い

ます。 

 住民サービスの向上の部分につきましては、現在

もこちらの団体が指定管理の請負をしておるんです

けれども、年に２回ほど運営協議会、そして利用者

代表者との会議を年に１回開催しているという中で、

それぞれ関係者から要望であったり意見であったり

接遇の面であったり、そういったチェックと併せて

協議会の中で評価をいただいていると。その協議会

には、担当課のほうも出席しているんですけれども、

現在は特に大きな問題もなくて、関係団体からの評

価も良好であるというところでまずここはいいのか

なと。 

 もう一点、経費削減という部分については、なか

なか施設の性格上、スポーツ施設のように自主事業

をやって参加料を取ってっていう部分ではなかなか

見込めないんですけれども、日常の施設の不具合箇

所の点検、それを早期に発見して早期に対応すると

いうことで、設備の延命化というところに御尽力を

いただいている。あと簡易な修繕、網戸を直したり

とか駐車線のペンキ塗りとかそういったものも実施

しているという部分で、経費削減のほうに取り組ん

でいただいておると。 

 直営で行うよりはやはりお金というよりも労力的

な部分、例えば貸館の受付であったりとか設備補修

については、業者と連絡を取ったり修繕を発注した

り、会計処理を行ったりとかというそういう労力的

な軽減がされるという部分でのメリットも大きいの

かなというふうに感じております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 今の答弁であらあら確認でき

たんですけれども、２つ目の質問に入りたいと思い

ます。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 今回の議案に関わる配点はど

うであったのかを伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 先ほど答弁をさせていただいた４つの評価項目に

対しまして、１項目当たり５点満点を配分いたしま

して均等な配点という形になっております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 配点の評価の結果について、

審査委員会として特に高く評価した点ですとか改善

が求められるような点があれば、差し支えない範囲

で伺いたいと思うんですけどどうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 評価の中では、委員個別にコメントというのは特

になくて、採点という形ですので個別の委員がどう

いう評価をしてるのかということはちょっと全ては

分かりかねるわけなんですけれども、委員のほうか

ら改善というか今後の見込みということで、自主事

業の部分について、今行っている自主事業がちょっ

と固定化されてるもんですから、新たな取組は考え

ていないのかっていう質問がありまして、事業者、

組織のほうは、また利用者の年齢層に向けた新しい

講座等の実施を検討したいというような回答もござ

いましたし、そういった意味では前向きに施設の管

理運営についてお考えでいらっしゃるのかなという

感想を持っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 今回の管理者についてきまし

ては、継続のような形だと思うんですけれども、管

理水準の維持ですとか向上が見込まれるような具体

的な点がもしあれば伺いたいと思いますけれど。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 今回のプレゼンの中で、ちょっとそこの部分まで

見えにくかったのかなという感想は持っております。

ただ、書類で頂いた事業計画の中では引き続き地域

団体であったり、利用団体であったりっていうとこ

ろの交流、そして意見交換を重ねてよりよい施設づ

くりをしていきたいということを述べていただきま

したので、そういった部分で今後も期待をしたいと

いうふうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 分かりました。 

 見守りたいと思います。 

 ３つ目の質問に入りたいと。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 本議案に係る指定管理料が

4,495万5,000円ということなんですけれども、この

妥当性を伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 指定管理料につきましては、安定した施設運営と

利用者サービス向上に資する必要な費用として人件

費、事務費、光熱水費、設備維持管理保守費用、修

繕費などを積み上げて積算のほうをしております。

また、現在の指定管理者から毎年提出される収支報

告書による実績、今後の物価高騰や人件費上昇の影

響なども考慮しております。応募者が私どものほう

で積算した指定管理料に基づき、収支計画のほうも

提出していただいておりますし、その内容も問題な

いと判断をいたしましたので、指定管理料は妥当で

あると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 妥当ということなんですけれ

ども、その妥当とする根拠、今部長も言っていただ

いたんですけれども、これ算定をされるときに特に

大きかった増減の要因があれば、確認をしたいんで

すけどもいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 特に考慮したのはやはり人件費の部分、それと光

熱水費と修繕、３点でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） この３点、特に考慮した範囲

の中で指定管理料は妥当というふうに確認をされた

ということで理解をしました。 

 終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、12番 楠 浩幸議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第108号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第108号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第18 議案第109号 公

の施設の指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されています

ので発言を許します。初めに、12番 楠 浩幸議員

の発言を許します。楠議員。 

  〔12番 楠 浩幸登壇〕 

○12番（楠 浩幸） 12番 楠 浩幸でございます。

議案109号 公の施設の指定管理者の指定について

ということなんですけども、今回は湖西市複合運動

施設についてということでお伺いをしたいと思いま

す。 

 先ほどの質疑と同じような内容なんですけれども、

本議案に係る審査の基準を伺いたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育次長。 
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  〔教育次長 鈴木啓二登壇〕 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 湖西市複合運動施設指定管理者の選定に当たり、

11評価項目に基づき審査を行っております。 

 主な評価基準には、事業者の経営基盤やこれまで

の実績、当該施設を長期にわたり安定的に管理運営

ができる体制なのかを確認する内容となっておりま

す。また、施設の保守計画や運営計画、地域の市内

関係団体などと良好な関係、連携を図ることができ

るなども項目評定に含めております。事業者からの

申請書類、プレゼンテーションによりこれらの項目

について評価をいたしました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 11項目ということなんですけ

れども、１つずつ聞くつもりはないんですけれども、

その選定審査に用いられた基準のうち評価の重点と

された項目について、これもまた可能な範囲でいい

んですけれども具体的に伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 まず、事業実施体制といったところで人員配置が

適正であるかとか、地域との連携が図れた内容であ

るかといったところ、それから施設が老朽化してい

るということもありまして、施設の設備等の維持保

守管理計画が適切かといったところも重点に置きま

した。それから収支計画が妥当であるかといったと

ころを確認いたしました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） アメニティプラザもかなり建

設から年数がたってるということも踏まえて、設備

の維持管理もしっかりやってほしいよということだ

ったんですね。 

 ２つ目の質問に入りたいと思います。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 本議案に係る配点はどうであ

ったかを伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 先ほど答弁させていただきました11評価項目に対

し、各項目５点を均等に配分し、均等な配点となっ

ております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ５点満点でっていうことなん

ですけれども、この配点の評価の結果について本議

案に係る審査委員会として高く評価をした点、改善

が求められるような点がありましたら、差し支えな

い範囲で伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 私も委員の一人として審査委員会に参加しており

ました。他の委員がどのような評価をしたのかとい

うのは、個々にちょっと把握しておりませんので、

私自身の評価というところでお答えさせていただき

ます。 

 まず事業実施体制が優れていたと、今回このアメ

ニティプラザの応募は２者ございまして、評価の高

かった指定管理者についてのお答えになりますが、

事業実施体制が優れていたと。それから先ほどもお

答えさせていただきましたが、設備等の保守管理計

画がしっかりしていたと私は評価しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ちょっと評価のやり方につい

て伺いたかったんですけども、11項目の点数があっ

てそれは全部足したものなのか、それとも項目ごと

に合計をして評価をされているのか、どうなんです

か。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 一人一人の委員がそれぞれの項目で評価をいたし

まして各選考委員55点満点、１項目で５点、11項目

55点満点で６人委員の合計は330点というところで

評価をしております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ちょっと聞き方が悪かったと

思うんですけども、11項目があって横に合計を足す
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のか、そういうふうな聞き方だったんですけどもい

かがですか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 横にということはなく、

11項目にそれぞれ５点の配点があって、例えば先ほ

ど来説明させていただいてます事業実施体制につい

てはというところで、そこは５点満点どうなのか。

５点満点ということですので、１点から５点それぞ

れ点数がつけられるということです。その11項目が、

収支計画はどうなのかといったところで、５点の11

評価項目で55点満点ということになります。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） また評価のところについては、

また改めてお伺いをしたいと思います。 

 それでは３つ目の質問に入りたいと思います。本

議案に係る指定管理料８億7,500万円、５年間です

けれどもこの妥当性を伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 指定管理者が行う主な業務としましては、施設の

利用許可や料金徴収などの運営業務、修繕や保守点

検などの維持管理業務に関する業務などとなります。 

 主な経費としては人件費や光熱水費、維持管理に

伴う修繕費や備品購入費となります。人件費や光熱

水費については、実績を基に算出をしております。 

 昨今の人件費や光熱水費の上昇に加え、施設の老

朽化に伴う修繕箇所の増加や備品の更新などを踏ま

えた金額となっており、妥当な金額であると考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 大分老朽化も進んでるという

ことなんですけれども、今回の指定管理料、妥当と

判断する根拠として今回算定をいただいた、特に影

響の大きかった増減の要因について、人件費と修繕、

保守っていうふうに伺ったんですけども、改めて伺

いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 アメニティプラザの指定管理料については、毎年

のように３月議会で、光熱水費の上昇というところ

でいつも3,000万程度増額の要求させていただいて、

お認めいただいているところです。今回は、そこを

最初から指定管理料に見込んだということがまず１

点、それから施設が老朽化しているということもあ

りますので、今まで毎年1,000万円程度のところに

対して増額をしたということもあります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ということは、インフレ進ん

でますけれども、そういった一般的に２％とか３％

の上昇分を見込んだ指定管理料ということでよろし

いでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） まず光熱水費については

実績を基にということで、昨今の電気代掛ける使用

量みたいな算出をして、かなりそこが大きなウエー

トを占めてますね、増額分につきましては。修繕料

については、パーセントというよりもかなり老朽化

が進んでいってあちこち傷んでおりますので、先ほ

ども元は1,000万円という申しましたが、1,000万円

から具体的には1,500万円に増額いたしまして、こ

れから迅速な修繕に対応していただけるように考え

ております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ４番目のところで少し聞こう

と思ったのを答弁いただいたんですけども、４番目

の質疑に入りたいと。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 今、答弁大分いただいたんで

すけども、設備の保全、安全管理、特に体を動かす

ような施設でございますので、それから維持管理計

画についてこれからの５年間、変更または重点項目

がありましたら伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 設備管理の面では、今まで設備管理、主に機械の

修繕等に携わる従業員がほかの施設との掛け持ちで

業務を行っており、施設に常駐しておりませんでし
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た。来年度以降は、従業員が常駐する体制へと移行

します。これにより、機械の不具合が発生した際に

も迅速に対応ができ、また日々の点検などにより、

機械の故障を未然に防止することができるようにな

ると考えております。 

 指定管理者については、日々の点検など短期的な

維持管理を期待するとともに、今後、検討が必要と

なる大規模改修についても意見をいただくなど、今

後も連携して安全・安心な施設管理を進めてまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 差し支えのない範囲で伺いた

いんですけど、今次長が言われた、大規模な改修の

予定があるということでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 予定があるということは

ありませんが、ただ施設が建設から25年ぐらい経過

しておるということですので、特に機械設備等を含

めてそういった大規模改修が必要、さらには外部、

外壁とかそういったものも改修を考えていく時期に

そろそろ来ているのかなとも考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） そういった大規模の改修を見

込んだ指定管理料が、今回の８億7,500万円という

ことで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） ８億7,500万円に大規模

改修ということは、料金には含まれておりませんが

そういった日々の打合せの中で、市としてもそうい

った計画を持ちながら、ある程度、指定管理者さん

にもここをこうしたほうがとか、あらゆる提案をい

ただきたいなということは期待しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 先ほど答弁いただいた1,000

万円か1,500万円ぐらいちょっと増したよというよ

うな維持管理費、小規模だと50万円以下でしたか、

そういったところの修繕というふうに理解をしまし

た。 

○議長（神谷里枝） すみません。会議の途中です

けども、間もなく12時となりますが、楠議員のこの

議案第109号の質問が、この採決が終わるまで行い

たいと思いますけども、時間延長しても構いません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） ありがとうございます。異議

なしと認めまして、しばらく会議を延長いたします。 

○12番（楠 浩幸） それでは、５番目の質問に入

りたいと思います。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 市民サービスに関する変更点、

営業時間ですとか利用手続とか、サービスの内容の

変更点があれば伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 営業時間や利用手続に関しては変更ございません

が、先ほども少し申しましたが、修繕料や備品購入

費を増額したことによって、必要な修繕や消耗した

備品の更新を速やかに行えるようになります。既存

のサービスや自主事業でのスポーツ教室を継続した

上で、利用者が安全・安心に施設を利用できるよう

連携して取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） とりわけ大きな変更点はなか

ったということで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） そのとおりです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ありがとうございます。湖西

市内では人気のある施設でありますので、しっかり

と維持管理についても注力いただきたいなと思いま

す。 

 以上で質疑を終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、12番 楠 浩幸議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方
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はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第109号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第109号は原案のとおり可決されま

した。 

 それでは、ここでお昼の休憩を取りたいと思いま

す。再開は13時とさせていただきます。 

午後０時02分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（神谷里枝） では、休憩を解いて会議を再

開します。 

○議長（神谷里枝） 日程第19 議案第110号 公

の施設の指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、12番 楠 浩幸議

員の発言を許します。12番 楠 浩幸議員。 

  〔12番 楠 浩幸登壇〕 

○12番（楠 浩幸） 12番 楠 浩幸でございます。

午前中に引き続き質疑を行いたいと思います。議案

110号 公の施設の指定管理者の指定について、小

松楼まちづくり交流館についてお伺いをします。 

 １問目ですけれども、本議案に係る審査の基準を

まず伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 松原聡史登壇〕 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 小松楼まちづくり交流館指定管理者の選定に当た

りまして、大きく４つの評価項目に基づき審査を行

っております。 

 １点目に、施設の管理運営に関する基本的な考え

方について、２点目として施設の効用の発揮につい

て、３点目として施設の適正な維持管理及び管理経

費の縮減について、４点目として施設の職員体制、

収支計画及び管理経費について、これらの４点から

審査を行いました。 

 なお、審査方法は書類による事前審査とプレゼン

テーションによりこれらの項目について評価をいた

しました。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ４項目について審査を行った

ということなんですけれども、今回の選定審査に用

いた基準のうち、評価の重点とされた項目について、

可能な範囲で結構ですので具体的にお伺いしたいと

思います。お願いします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 後ほどの答弁でもさせていただく予定ですけれど

も、４つの評価項目はいずれも施設の運営で欠かせ

ないことでありまして、基本的には均等な配点とな

っておりますが、安心・安全な施設の管理運営に関

する業務はもちろんのこと、施設の目的のとおり地

域振興並びに関所周辺の観光振興、及び文化振興に

寄与することですとか福祉、地域づくりの一助とな

る交流の拠点として地域に根差した活動をしてほし

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 承知しました。 

 ２つ目の質問に入りたいと思います。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 本議案に係る配点はどうであ
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ったのか伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 先ほど答弁しましたとおり、４つの評価項目ごと

に５点満点で配分し、均等な配点となっております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 配点や評価の結果につきまし

て、本議案に係る審査委員会として特に高く評価を

した点、改善が求められた点があれば差し支えない

範囲でお伺いをいたします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 得点結果のそれぞれの詳細というか内訳は答弁を

差し控えますけれども、おおむね４つの項目でほぼ

同等の得点でございました。審査員からは、これま

での運営でうまくいった点ですとか防災対策に係る

質問があり、事業者からの回答としては、以前は関

所等に合わせて江戸時代にフォーカスをしていまし

たが、小松楼自体が明治後半にできた建物というこ

とで、大正や戦前に転換を図ったと、展示等の転換

を図ったことがうまくいった点、それから防災対策

としては、火災報知機等の設置とともに年２回防災

訓練を実施しているといったようなコメントがござ

いました。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 承知をしました。小松楼につ

きましても、今回もっていうんですかね、以前から

同じ団体の方が選定をされてるっていうふうに伺っ

ているんですけれども、従来と比較をして管理水準

ですとか維持向上が見込まれるような具体的な点が

あれば、伺うことはできますか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） 市としては現在の運営自

体に特段の問題も生じておりませんので、ここを特

にこうしてほしいといったような特段のポイントと

いうのは現時点ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 事業者からプレゼンテーショ

ンがあったかと思うんですけれども、特に従来と同

じようなことの内容で、特に次の５年度について新

しく、自主事業を除いてちょっと改善を自らやって

みたいっていうようなプレゼンはなかったでしょう

か。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） この施設でということで

はなくて、その団体として当然この施設が主な活動

拠点になりますので、ここを活用してやっていきた

いというポイントとして、やはりそのＮＰＯ法人で

もございますので、収益面よりも環境や福祉等によ

るまちづくり活動をより推進していきたいと。例え

ば、ＳＤＧｓであったりだとかあるいは障害のある

方の表現、発表の場としてギャラリーを今後も使っ

ていきたいですとか、加えてアーツカウンシル事業

の実施ですとか、東海道宿の駅の会議などをやって

おりまして、そういった活動を通じてほかの市町村

だとか、団体などとの文化ネットワークの新居にお

けるハブ組織になりたいというような展望は示され

たところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 基本的には従来どおりってい

うことなんですけど、最後に、部長答弁いただいた

とおり、湖西市を代表するような文化の施設という

ことで、文化のハブというところに期待をしたいな

というふうに思いました。 

 それでは３つ目の質問に。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 最後になりますけれども、本

議案に係る指定管理料、2,003万2,000円ですかの妥

当性についてお伺いしたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） 答えいたします。 

 まず指定管理者が行う業務といたしましては、維

持管理に関する業務、使用許可に関する業務、運営

に関する業務、その他市長が必要と認める業務で、

管理経費といたしまして人件費、事務費、これは消

耗品費ですとか印刷製本費になりますけれどもそう
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いった事務費、それから光熱水費、修繕費等がござ

います。人件費につきましては、年度ごとの開館日

数や静岡県の最低賃金を基準として、今後の人件費

の上昇を見込んだ上で積算をしておりまして、それ

以外の光熱水費や事務費等についても実績を基にあ

る程度余裕を持って積算をしております。 

 それから公募に当たりましては、第３期の指定管

理者から管理経費や今後の自主事業の展望などのニ

ーズの聞き取りも併せて行っていますので、施設の

効用を発揮するための経費として妥当な金額である

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ５年に１回っていうことなも

んですから、施設も大分老朽化ですとかいろいろと

修繕もあろうかと思いますけれども、今回この指定

管理料が妥当であるというふうに判断する根拠とし

まして、今回の算定において特に影響の大きいかっ

た増減の要因とかありましたら確認をしたいんです

けども、お願いします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 こちらの費用、指定管理料につきましては人件費

がその大抵を占めておりますので、先ほど答弁しま

したように最低賃金の動向を踏まえまして、不足す

ることがないように積算をしたということと、その

他の費目についても、過去の実績を踏まえて不足す

ることのないように積算をしております。また、ち

ょっと指定管理料とは異なるんですけれども、先ほ

ど改修の話がございましたのでちょっとお答えしま

すと、今こちらの施設についているエアコンが開設

当初から全然換えてなくて、最近、夏場の暑さが厳

しい中で冷房の効きが弱くなってきたものですから、

来年度予算でエアコンの更新を行うよう予算要求を

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 今回は指定管理料のところで

お伺いをしているので、妥当性の確認をさせていた

だきました。 

 以上で私の質疑を終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、12番 楠 浩幸議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第110号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第110号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第20 議案第111号 令

和７年度湖西市一般会計補正予算（第６号）を議題

といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、12番 楠 浩幸議

員の発言を許します。12番 楠 浩幸議員。 

  〔12番 楠 浩幸登壇〕 

○12番（楠 浩幸） 12番 楠 浩幸でございます。

議案第111号 一般会計補正予算です。私のほうか

らは歳出の10款１項４目教育施設整備費についてお

伺いをします。 

 本補正は、湖西中学校の改修工事に伴う仮校舎約

１億8,000万円規模の設置を前提として、許可申請

費36万円を計上するものですけれども、仮校舎の必

要性の根拠、代替案の比較検討の有無及び工程上の



１３６ 

整合性について、今回補正の前提となる事項を確認

したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育次長。 

  〔教育次長 鈴木啓二登壇〕 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 普通教室がある南校舎の改修につきましては、内

装解体工事やトイレ改修工事に伴う土間コンクリー

トのはつり作業などを行います。これらの工事に伴

う騒音や振動、粉じんの発生により授業が実施でき

る環境ではなくなることから、仮設校舎を設置しよ

うとするものです。 

 仮設校舎を設置しない代替案としてフロアごとに

分けて工事を行う方法も検討しましたが、別のフロ

アに生徒の教室を移した場合でも騒音や振動、粉じ

んの影響を避けることはできません。また、生徒の

安全を確保することができないため、困難であると

判断いたしました。ほかにも、特別教室がある北校

舎の集会室や、多目的教室の活用も検討いたしまし

たが、既存の教室を移動するための部屋数が確保で

きないことや、集会室を分割したとしても十分な広

さを確保することができないことから、こちらの案

についても困難であると判断いたしました。 

 なお、令和８年度の知波田小学校の入学生が10人

未満、実際には今のところつかんでる数字は７人な

んですが、ということで喫緊の課題としてこれまで

学校再編の検討を行ってきたところであります。保

護者からは、統合するのであればできる限り早くと

いう御意見をいただいております。これらのことを

踏まえ、工程につきましては長期休業期間中に騒音

や振動のある工事を集中的に行う方法を検討しまし

たが、令和10年度の開校には間に合わないというこ

とから、仮設校舎の設置が必要であると判断いたし

ました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 工事の騒音ですとか空き教室

の不足っていうような理由で、仮設校舎の設置を検

討しているよということなんですけれども、粉じん

ですとか騒音、振動ということなんですけれども、

具体的な数値とか、そういった検討の過程を伺いた

いと思いますけどもいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 今回の改修工事は、今の校舎を改修するというこ

とになります。具体的に改修内容を申し上げますと、

今使ってる教室内の床は研磨いたします。それから

天井、壁、塗装いたします。あとはロッカーの取替

え、小学生が使うとなりますとランドセルであると

か横断バッグを入れるということで、大きさが今の

ものでは小さい、それから黒板が中には上下に可動

する黒板もありますが、そうでない黒板もあったり

しますので、その辺は可動式のものにそろえていく

ということがあります。それから、教室以外ではト

イレの改修、それから手洗い場の改修、そういった

ところの改修となりますとやはり騒音、それからは

つるときの振動がどうしても出てしまうと。今年度、

設計業務を行っております。その中で、設計業者と

も十分いろいろ協議した中で、やはりどうしてもそ

ういった音、振動は避けられないというアドバイス

もあったものですから、どうしても令和10年４月開

校に間に合わせるなら仮設校舎が必要であると判断

いたしました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 質疑ですのであまり申し上げ

ることはないんですけれども、先週私も現場を確認

させていただいて、工事の内容も確認をさせていた

だいたところで、騒音というのは手洗い場のはつり

が一番大きいのかなっていうふうに思ったわけなん

ですけれども、床断面の研磨ですとか塗装について

は、そんなに粉じん、騒音というのはあまり大きな

ものではないかな。ただ私はまだ客観的に見ただけ

なもんですから、そういったときの振動ですとか騒

音とかというのは、一般的なエビデンスを持って次

長おっしゃられてるのかどうなのか、いや想像を持

って言われているのか、教室が足りないということ

なんですけれども、全面的にごっそりと授業のこま

を入れ替えたりだとかというようなことも、工程設

計の中で勘案されたのかどうなのか、ちょっと伺い
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たいんですけどもいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） この教室、空き教室がど

うかとかそういったことについては、当然設計業者、

それから教育委員会、それから学校の先生にも入っ

ていただきまして、その辺協議してまいったという

ことで、具体的にこま数どうだったかというとこま

で私は把握しておりませんが、そういう中で協議し

た結果、やはり空き教室では対応できないという判

断に至ったところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 少し方向を変えて伺いたいん

ですけれども、生徒数、児童数が減っているよとい

うことなんですけれども、工程設計の中で岡崎中学

校のほうを先行した後に、その後、湖西中学校を改

修するという案については比較検討を行っていただ

いたのか、行っていないよということであった場合、

仮設校舎以外の選択肢は検討されなかったのか伺い

たいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 岡崎中学校の建設工程では、やはり令和10年度ま

でかかるということでした。ということからすると、

令和10年４月の開校に間に合わないということで、

やはり仮設校舎に一旦湖西中学校の在校生が移動し

ていただいて、移動した後に校舎内の、教室内の工

事をする必要があるという判断に至りました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） うまくかみ合ってないような

気がするんですけれども、またほかの議員さんも質

疑をされると思いますけれども、そんな中ではあり

ますけれども、仮に仮校舎の必要性について再検証

の余地があるんじゃあないかなっていうふうになっ

たときに、今回の補正、許可申請費36万円の執行を

見送る、または申請手続を一旦保留にするというこ

とは可能でしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 答えします。 

 令和10年４月開校ということは、令和６年度に基

本計画を策定いたしました。その基本計画を策定す

る過程で、自治会それから保護者、それは昨年度は

それぞれ２回ずつ意見交換をしてまいりました。そ

ういう中で、特に保護者からはできるだけ早くして

ほしいという声を多くいただいております。自治会

からは、子育て世代の意見を聞いてくださいという

御意見もいただいております。それから、基本計画

を策定する中でアンケートを実施しております。Ａ

案にするのかＢ案にするのか、Ａ案というのは今の

現計画なんですが、そのアンケートの自由記述の中

にも、実現するなら早くしていただきたいという多

数の意見をいただいておりますことから、やはりま

ずは、保護者の早くしてほしいという願いはやはり

子供のことを考えてのことだと思っております。つ

まり、一人でも多くの友達をつくってほしいである

とか、一人でも多くの方と関わりながら成長してほ

しいということを考えての早くしてほしいというこ

とだと感じております。ということで、市といたし

ましては、子供のことを第一に考えてまず早くとい

うことで、令和10年４月開校に向けて今進めている

ところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 最後に私のほうで伺った、申

請手続を一旦保留することは可能かどうかっていう

ところについてはいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 繰り返しになりますが、市としては令和10年４月

開校に向けて進めているということになりますと、

どうしても仮設校舎は必要であると判断いたしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 質疑ですので、ここで私の質

疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、12番 楠 浩幸議員

の質疑を終わります。 

 続いて、４番 山口裕教議員の発言を許します。
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４番 山口裕教議員。 

  〔４番 山口裕教登壇〕 

○４番（山口裕教） ４番 山口裕教です。同じく

第111号 令和７年度湖西市一般会計補正予算（第

６号）においてですが、歳出の３款２項１目老朽化

した建屋及びエレベーター修繕の内訳をお伺いいた

します。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。こども未来部長。 

  〔こども未来部長 戸田昌宏登壇〕 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 ふれあい交流館建屋につきましては、玄関ポーチ

付近の軒天からの漏水を止め、破損した天井ボード

の張り替えを行います。また、ベランダ外壁クラッ

クの補修と塗装を実施いたします。エレベーターに

つきましては、点検で指摘を受けた制御盤内電圧装

置、ドアモーター、停電装置用バッテリーなど安全

性に係る部品の取替えを実施いたします。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。老朽

化した建屋においては、天井ボードの張り替えやク

ラックの補修とか塗装、またエレベーターにおいて

はドアモーターだとか停電装置用バッテリーの取替

えとか、安全に係る部品の取替えを行ったという回

答をもらったんですけども、この老巧化したって築

どれぐらいたってるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 平成19年１月に当施設は開館しておりますので、

築18年ということになります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。築18

年たってるっていうのは、かなり老朽化しておるも

んですから今後も早め早めの、特に安全性に関わる

部品の取替えとかいうのは可能性があるっていうこ

とですね。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。議

員おっしゃるとおりですね、今後も修繕が必要な箇

所は出てくるというふうに思っております。施設を

安全に利用していただけるように、指定管理者とも

連携をしながら、必要な修繕は迅速かつ計画的に今

後も実施していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。修繕

とかメンテナンスの実施状況を確認することができ

ました。 

 次の質問よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○４番（山口裕教） 歳出の３款３項１目生活扶助

受給者人数はどれくらい増加したのか、また今後も

増加が予測されるのかお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 生活保護受給世帯数は、本年度９月末現在で192

世帯243人となっており、前年度末に比べて14世帯

14人増加しております。この14世帯14人は、あくま

でも令和７年９月と令和７年３月の点での比較でご

ざいます。実際には、この上半期で新たに生活保護

を開始された世帯は28世帯32人、その一方で生活保

護廃止となった世帯人数が14世帯18人でございます

ので、その差引きが14世帯14人ということになりま

す。 

 全国的には、令和６年度時点で生活保護の申請件

数というのは５年連続で増加しており、本市でも同

様の傾向が続いております。近年の物価高騰で生活

を圧迫する状況が続いており、今後も受給者は増加

する可能性が高いと予測しております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。今、

５年連続で増加しているということですので、生活

扶助受給者の増加状況っていうのが確認できました。

ありがとうございます。 

 では、次の質問よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） はい。 

○４番（山口裕教） 歳出の４款２項１目埋立て用
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重機故障における確認なんですけども、１つ目、重

機の使用年数をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 故障した重機は、新居最終処分場で使用してきた

ものでございますが、平成15年に購入し、これまで

22年余り使用してまいりました。ところが、今年10

月に主要部品の劣化による故障が発生し、現在は動

かせない状況となっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。この

設備におきましても10年近くたってるいうことです

ね、分かりました。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 22年ほどたっております。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ３年ですね。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） ごめんなさい、重機を買

って今まで使ってるのが、22年も使用してきてると

いうことです。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） 22年使用してる。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） 22年間使用してます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） 分かりました。 

 では、次の質問よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） 最後の質問ですね。 

○４番（山口裕教） はい。現状の点検方法に問題

がなかったか、お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 重機などの建設機械は、労働安全衛生法により有

資格者による定期検査が義務づけられているため、

毎年検査を実施し、検査結果に異常が認められた場

合はその都度修繕を実施しております。また、作業

員が日々の使用において不具合などを発見した場合

は、その内容を作業日報に記載することとしており

ますので、その際は聞き取りを行い、必要に応じて

業者に点検を依頼しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。重機

故障の発生状況、それと点検の実施状況というのも

確認できました。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、４番 山口裕教議員

の質疑を終わります。 

 続いて、18番 二橋益良議員の発言を許します。

18番 二橋益良議員。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。同じく議案

番号111番の補正予算について、歳出６款２項１目、

この補正での対応では、松くい虫被害の伐採は白須

賀地区の市所有の保安林のどの程度の伐採なのか、

お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 松原聡史登壇〕 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 白須賀地区の市保有保安林は、自然植生によって

松林が形成されているため、全体の本数を把握する

ことができず、全体本数のうち伐採本数が何割を占

めるかということは言えませんが、松くい虫被害を

受けている松は、基本的に全て伐採する計画となっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 状況は分かりましたけども、

これなかなか厄介なもんで、東京大学の演習林と県

の所有のほうが、湖西市内にはかなりウエートを占

めるということで、こちらの動向もやはり湖西市と

してどう対応していくかっていうことも必要になる

と思うんですけども、そちらのほうはどうですか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 
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 県とそれから東京大学とも定期的に情報共有は行

っておりますので、そういった場で伐採、管理につ

きまして要請をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） このバイパス沿いっていうの

は非常に危険性があって、ところどころでは仮に伐

採をしてるとこもありますけども、本来やはり将来

倒木になるということで、そこら辺の対応をお願い

したいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（神谷里枝） もう一点あります。 

○18番（二橋益良） すいません。同じく松くい虫

の問題につきまして、８款３項１目の浜名川なんで

すけども、河川の管理運営費の中に松くい虫の伐採

を予定しておるんですけども、これどのぐらいの範

囲でできるんですか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えをいたします。 

 伐採予定の本数は72本を予定をしております。準

用河川が浜名川及び浜名川支川の河川堤防で、県道

の新居浜名線、旧の国道１号になりますけれどもこ

ちらの松山橋、これはカネハチさんの西側の橋にな

ります。この松山橋から浜名湖までの間にある枯れ

松を伐採することとしておりまして、伐採した松は

昨年度同様、笠子処分場のほうへ搬入をするとそう

いった予定をしています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 近々だともう大分伐採してる

状況にはあるんですけども、この補正で大体終了す

る予定なんですか、どうなんですか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 浜名川及び浜名川支川の河川堤防に生えてるもの

についてはほぼほぼ終わるような感じで、残ってる

のが約５本程度ということになっています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） この保安林は、いずれにしろ

普通の平地で作業するもんですからいいんですけど、

特にこの浜名川の河川の堤防の中にかなり埋まって

おるんですけども、これ将来、根が腐るとそれが影

響して堤防の崩壊にもつながるということですので、

伐採しただけでは終わらないと思うんですよ、そこ

ら辺の勘案はどのぐらいして、予定ですか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 答えをいたします。 

 浜名川の枯れ松につきましては、伐採後の根株の

除去につきましては、既設護岸への影響が懸念され

ることから、除去は行わずにそのまま残しておりま

して、腐食等の状況を継続観察をしていくこととし

ております。かなり腐食してきてしまって、今度護

岸のほうにも影響が出てくるようであれば、その時

点で除去をするというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） これは過去に遡ると、特に浜

名川の河口の堤防の補修工事のときに、松の伐採も

予定されたみたいですけども、地元からの反対でこ

れができなかったと。しかしながら、今になっても

それが保持できないという状況ですので、一番危険

性があるのはやはりあと残した根をどうするかとい

うことも、これから勘案していかにゃあいかんじゃ

あないかなと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 以上で終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、18番 二橋益良議員

の質疑を終わります。 

 続いて、９番 福永桂子議員の発言を許します。 

  〔９番 福永桂子登壇〕 

○９番（福永桂子） ９番 福永桂子です。同じく

議案番号111号の歳出３款３項１目についてお聞き

いたします。 

 今回の増額の直接の要因を、どう分析していらっ

しゃるか伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 
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○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 扶助費が増額した要因は、主に物価高騰により生

活が圧迫され生活困窮世帯が増えたことによるもの

と考えております。今年度９月末時点においてこの

半年間で、先ほども答弁させていただきましたとお

り14世帯が増加している状況でございます。また、

がんや脳疾患など、高額な医療が必要な方が増えた

ことも扶助費の増額につながっていると分析してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 増えた具体的な背景というの

は、高齢者の増加とか経済的な要因とかいろいろあ

ると思うんですけども、医療扶助や介護の扶助など

も上昇していったというそういうことでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、医療を必要とする方もだ

んだん高齢化に伴って必要となってきております。

そういった意味で、医療費の扶助も増額していると

いう状況でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 分かりました。次の２問目で

すけれども、同僚議員の答弁で理解しましたので取

り下げます。 

 じゃあ３番に入ります。生活保護の増額は、支援

を必要とする市民が増えている現状を示しています

が、生活保護者に対して自立支援につながる取組を

伺います。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 生活保護者に対して特に稼働年齢層、働ける年齢

の方を指しますが、そういった方には就労支援によ

る個別の支援を通じて、就労収入の増加を目指すよ

う指導をしております。また、障害年金など福祉的

な給付が受けられる方には、その手続が円滑に進む

ようサポートを行っております。さらには、支出を

抑えて生活を安定させるため、家計改善に向けた助

言や指導も実施をしております。また、傷病を抱え

た方に対しては、就労可能な健康状態に戻すため、

受診の勧奨を行うなど、各世帯の状況に合わせた

様々な支援を提供しているところでございます。今

後も一人でも多くの方の自立につながるよう、支援

をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 保護をすることの予防であっ

たりとか、自立の促進というのはとても大切なこと

となってくると思います。担当の事務の負担も増大

してくるのかなというふうなことも考えますと、増

加する困窮生活世帯に対して、このような取組、頑

張っていらっしゃる取組が、十分な機能を発揮して

いるのかなっていう、その辺のことについてどう認

識されているかお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） 答えいたします。 

 確かに、保護者の方と面談をするのは、やはり長

時間にわたって担当が面談を行っております。そん

な中でも、実際にこの半年間で被保護者の方が就労

につながったというケースも３件ございます。そう

いった意味では支援が行き届いているといいますか、

支援につながっているのかなというふうには思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） すごく大切なことと思います

ので、頑張っていただきたいなという思いです。 

 では、歳出７款に入ってよろしいですか。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○９番（福永桂子） 歳出の７款１項１目について

お伺いいたします。補助金申請件数と採択件数、空

き店舗の解消件数、市外からの採択件数、またその

地域と業種について伺います。あわせて、この結果

をどう分析されているのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 補助金申請、それから採択の件数は、令和７年11

月末時点でともに６件であり、全て空き店舗に入居

しております。そのうち、市外在住者による申請採

択は２件となります。 
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 次に、開業地域ですけれども鷲津地区が４件、新

所原地区が１件、新居地区１件で、業種は飲食サー

ビス業が３件、生活関連サービス業が２件、小売業

が１件となります。 

 結果の分析につきましては、市民意識調査では、

湖西市の住みにくいところの課題として、42.1％の

方が買物や外食を挙げております。本補助金が令和

３年度に創設されて以来、申請が全部で32件ありま

したが、その32件のうち半数を超える19件が飲食サ

ービス業、小売業となっており、こうした市の課題

の解決に向け、一定の成果が上がっているものとい

うふうに評価をしております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 本当に採択が増えていくのは

とても経済的によいことだと私も思っています。 

 新規事業者への支援は物すごく重要です。採択す

るときに、その地域経済全体を見渡した多角的な視

点っていうのを、採択どきに生かしていらっしゃる

のかどうかだけちょっとお伺いしたいです。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 多角的な視点というのは例えばあれですかね、地

域のバランスがよくなるように採択をしているかど

うかとそういう理解でよろしいですか。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） そうです。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 基本的には、申請があって要件に合致するものは

基本的には採択をしておりますので、例えば地区に

偏りがあるからといって、少ないところを優先的に

採択するとかそういったようなことは、要綱上うた

われておりませんし行っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 了解いたしました。 

 では、次２番の補助金交付後の事業の定着や継続

状況をどのように評価しているかを伺います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） 答えをいたします。 

 本補助金が創設された令和３年度からの５年間で、

先ほど答弁しましたように補助金交付者は合計で32

の事業者に上りますが、そのうち30事業者が令和７

年８月時点で事業を継続をしております。2023年の

中小企業白書によりますと、日本における開業後の

企業生存率は５年後の生存率ですけれども80.7％と

なっておりまして、本補助金の交付者が企業生存率、

開業時期に差はありますけれども93.7％ということ

で、非常に高い水準にあるというふうに認識をして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） すごく定着率がよいようで安

心しました。こういうときに、その継続的なフォロ

ーアップ体制につなげていくっていうふうなことを、

力を入れてやっていらっしゃるのかどうかだけちょ

っと確認をさせてください。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 この補助金のフォローアップとして、市が何か負

担をしてフォローするというようなことは実際して

おりませんけれども、例えばその商工会が創業スク

ールだとか創業塾だとか、そういった形で創業のフ

ォローをしているものですから、そういった方が例

えばこの補助金を使って開業したような場合は、や

はりその商工会の会員としてそういった経営指導だ

とか、相談だとかっていう支援体制は受けているも

のと考えておりますので、市としてもそういった商

工会とともにフォローしていきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ありがとうございました。分

かりました、これで質問を終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、９番 福永桂子議員

の質疑を終わります。 

 続いて、10番 菅沼 淳議員の発言を許します。

10番 菅沼淳議員。 

  〔10番 菅沼 淳登壇〕 

○10番（菅沼 淳） 10番 菅沼淳です。同じく議
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案第111号で、10款１項４目の教育施設整備費につ

いてでありますが、湖西中学校に仮設校舎を設置す

る理由については、これまでの説明で分かりました

が、１点、関連してお伺いしてよろしいでしょうか。

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○10番（菅沼 淳） 小学校の統合、開校時期を変

更すれば、高額なリース料を必要とする仮設校舎は

必要はないと思われますが、変更することについて

は子供たちの教育上、何か問題があるとお考えなん

でしょうか、お伺いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育次長。 

  〔教育次長 鈴木啓二登壇〕 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 まず子供のこと、学校でのことについてお伝えを

させていただきます。 

 今年の６月に知波田小学校、東小学校、湖西中学

校それぞれで校長先生のほうから、令和９年３月を

もって学校が閉校しますと、令和10年４月から湖西

中学校のところに新しい学校、知波田小学校と東小

学校が統合しますよといったお話をしていただきま

した。それについて子供たちの反応は、やはり寂し

いといった声もあったと聞いております。ただ、そ

の一方で人数が増えて楽しみ、あるいは新しい校舎

で学校生活を送れるのがすごく期待しているといっ

た声があった、むしろ期待する声のほうが多かった

と聞いております。そういう意味では、１年遅れる

ということは、子供たちの期待にちょっと応えられ

ないのかなという思いがまず１点、それから２点目

については先ほど楠議員のときにもお話しさせてい

ただきましたが、保護者からはできる限り早くして

ほしいということには、やはり一人でも多くの友達

と関わりながら成長してほしいという願いがあるか

らだと思っております。子供たちの幼少期の１年と

いうのは、大人と全然意味合いが違うと思っており

ます。ということで、１年遅れることによってそう

いう機会、令和10年４月にそういう機会が得られる

ところを１年遅れるっていうことなら、非常に子供

にとっては残念なことかなと感じております。それ

が子供にとって大きな影響であると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 菅沼議員。 

○10番（菅沼 淳） ありがとうございます。分か

りました。でも多額なリース料ですから、私の周り

でもそういう話をしたんですけど、１年ぐらいずら

しても何の問題もないと、それだけのお金を使うな

らば我慢しますよっていう声ばかりでした。教育委

員会は、計画どおり進めたいということで分かりま

した。 

 以上で終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、10番 菅沼 淳議員

の質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を14時15分と

いたします。 

午後１時59分 休憩 

───────────────── 

午後２時12分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 続きまして、１番 相曽桃子議員の発言を許しま

す。どうぞ。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○１番（相曽桃子） １番 相曽桃子です。議案第

111号 令和７年度湖西市一般会計補正予算（第６

号）につきまして質疑させていただきます。 

 まず歳出２款１項４目のところでございますけれ

ども、令和３年度及び令和４年度の普通交付税算定

の錯誤の原因と今後の対策について伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 太田英明登壇〕 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 錯誤の原因につきましては、交付税算定の基礎数

値となる社会保障費及び起債に関わる公債費の数値

について、調査時に報告をした基礎数値が見込みの

数値であったところを、令和６年度の交付税検査に

おきまして確定値へ修正をされたことによるもので

ございます。 

 今後の対策につきましては、交付税の調査時期が

決算前となる場合もありまして、見込数値と確定値
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の差異を完全になくすということは難しいものの、

見込値を算出するに当たり、その内容を十分に精査

し、報告するよう取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） なかなか、見込みと決算とち

ょっと収支が難しいというところで理解いたしまし

た。 

 それでは、歳出３款３項１目のところに入ります。

同僚議員や先輩議員の質問で、後半の増加の要因と

分析については理解したんですけれども、前半の受

給者数の世帯数と人数は分かったんですけれども、

もう少し細かく属性の内訳をお聞きしたいです。お

願いします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 ９月末時点の生活保護受給者数は、先ほども答弁

させていただいたとおり192世帯243人で、その内訳

につきましては高齢者世帯が89世帯93人、母子世帯

が６世帯22人、障害者世帯が33世帯36人、傷病者世

帯が30世帯35人、その他の世帯が34世帯57人となっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 比較的、やはり高齢者の世帯

の方が多い印象だと思いますけれども、先ほども理

由は物価高騰とか社会情勢というふうにおっしゃら

れておりましたが、湖西市とその全国の増加も同じ

ようにたどっているというふうにお聞きしましたが、

特段、湖西市はこの世帯の中のこの属性が偏ってい

たりとか特徴があるのか、全国的に比較的同じよう

な傾向かというところだけ確認してもいいですか。

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） 答えいたします。 

 全国平均の属性と、湖西市の属性内訳というのを

比較したことがございませんので、湖西市の特性と

いいますか、そういったものは現在把握していない

のが実情でございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） ちょっと把握されていないと

いうことで、先ほどの増加の要因というところの分

析にわたっては、やはり全国的に比べてどうかって

いうところはとても大切なところかなと思いました

ので、てっきりそこも分析されているのかと思って

おりました、失礼いたしました。 

 それでは、次の質問に入ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 歳出の４款２項１目のところ

で、備品購入費の内訳のほうをお願いします。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 これまで、新居最終処分場で使用してきましたバ

ケット容量0.8立方メートルの、油圧ショベルと同

じ性能の車両を１台購入しようとするものでありま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） その油圧ショベルというもの

は、新規購入するのかリースで購入するのか、ちょ

っとそういう細かいところも聞いていいですか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 新規で新品を購入する予定でおります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） あと１点、先ほど同僚議員が

質問した際に、10月から部品が壊れてしまって使え

なくなっているということですけれども、今もう12

月なるんですが、この約２か月ぐらい停止している

んですけれども、業務といいますか作業に対して問

題といいますか、進捗とかが遅れたりとか問題は特

にないのかを確認したいです。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 もう一台、油圧ショベルを所有しておりまして、

それのバケット容量が、今申し上げました0.8立方

メートルっていうものよりも小さい0.28立方メート

ルという、そういったもののバケットを所有してま

すので今はその機械にて作業を行っております。実
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際、作業時間も当然バケット量が小さいもんですか

ら、時間も要して一応処理を行っているという状況

です。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そうしましたら、その新しい

ものの購入なんですけれども、これが可決した後、

実際届くといいますか実際使えるまでにどれぐらい、

すぐ購入しますと言って届くものなのかちょっと待

つのか、そこの確認はどうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 議決いただきました後には、速やかに入札である

程度は複数の業者さんのほうから見積りを徴収しま

して決定ししていくということで、多少時間を要す

るということで見込んでます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） その多少時間を要するという

のはどれぐらいなのか、先ほどもう一台あるのでや

ってはおりますが、やはり今ある使えてたものに比

べると容量が少ないので、作業効率が落ちていると

いうところでしたので、できるのであれば早くに入

れたいものだと思うんですけど、大体ですけど半年

先なのか３か月後なのか、何か目安はありますか。

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 おおむね年度内には購入ができるというふうに予

定しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 理解いたしました。 

 それでは、歳出10款１項４目というところですけ

れども、先輩議員や同僚議員が質問されております

が、１番の湖西中学校の仮設校舎の概算工事費が１

億8,117万円と示されております。湖西市立小中学

校統合準備委員会では、検討されていたのかをお伺

いします。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 令和７年度から立ち上げました統合準備委員会で

は、校名、校歌及び校章に関すること、通学方法に

関すること、開校及び閉校に係る式典に関すること

を主な協議事項としていることから、仮設校舎につ

いての検討は行っておりません。ただ、令和６年度、

昨年度まで行っていました学校再編検討委員会にお

いて、基本計画の検討を行う中で仮設校舎の必要性

についても提示しておりまして、子育て世代を対象

としたアンケートの参考資料にも「工事期間の間、

湖西中学校運営のために仮設校舎を建設します。」

ということを明記した上で、御意見を伺ったところ

であります。 

 最終的に、方針を示した際には、仮設校舎の設置

については湖西中学校の設計業務を行う中で検討す

るとしておりまして、設計を進めている今、仮設校

舎の設置が必要であるという判断をしたところであ

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 私も昨年のその検討委員会の

ほうは傍聴させていただいて、どういう形で話が進

んでいるのかなというのは私も聞いていました。た

だ、次長おっしゃるようにＡかＢかという案で提示

されまして、どうしてもやっぱり金額が全然違いま

すので、低いほうを選ぶだろうというのが普通に考

えてというところと、あと仮設校舎に関して確かに

記載もありますし、図面が出ていてここを工事しま

すとかっていうのも確かには出ていましたけれども、

その仮設校舎に幾らかかってとか仮設校舎をどこに

配置するとか、そういう細かいところまで提示して、

皆さんで話し合ってもらったっていう記憶は私には

ないわけです。 

 この検討委員会の計画をのところ、先ほど次長も

ずっと保護者の意見、早く進めてほしいという意見

がありましたと、今この学校再編に対する主な御意

見の中にも確かに書いてあります。でも、その他の

意見にやっぱり受験時の生徒に対する配慮、精神面

で不利にならないようにとか、子供の負担が少ない

ように、どうなっても子供のメンタルケアをしっか

り行ってほしいといったような、保護者の心配され
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ているところも書かれております。なので、確かに

早く進めてほしいというのは重々分かるんですけれ

ども、細かいところまでの議論というものがあまり

されなくて、大ざっぱに何億円かかりますのでどう

しましょうという話は、確かにした記憶がございま

すので、確かに細かいとこは今後決めていきますっ

ていう方針だったのかもしれないんですけれども、

あまりにもこの額が大き過ぎてしまうのと、それに

対しての採算が果たしてどうなのかなというところ

がちょっと引っかかってしまうっていうところがご

ざいます。 

 ちょっと２問目のほうに行きますけれども、早く

統合してほしいという声、確かに認識しております。

しかし、先ほど言っておりますように金額面、安全

面、教育・地域面を踏まえまして、再三、次長のほ

うも先ほど進めていくというふうに言っております

けれども、そういう面をもう一度踏まえまして、総

合的に判断してどのように考えているかを確認した

いです。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 仮設校舎の設置が必要な理由というのは、先ほど

来申し上げているとおりです。工事により騒音や振

動、粉じんといったことで授業が実施できる環境で

はなくなる、工事中の校舎内での生徒の安全を確保

することができないという点からです。あと、仮設

校舎を設置することによる地域住民への影響という

ものは、影響はないものと考えております。地域の

防災訓練につきましては、湖西中学校ではなく各地

域で行われていることや、避難所として使用する体

育館については大きな工事予定がないことから、災

害時などにも影響はございません。仮設校舎の設置

には、確かに多額の１億8,000万円の費用が必要と

なりますが、議員もおっしゃっていただいたように、

保護者の方からも統合するのであればできるだけ早

くという御意見をいただいておりますので、令和10

年度に開校するためには、仮設校舎の設置が必要で

あると判断いたしました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 再三、仮設校舎が必要だとい

う判断をしたというふうに理解はするんですけれど

も、やはり鷲津中学校も今改修してると思いますけ

れども、あれは長寿命化ですね、必要な工事であっ

て在学生をどうしても移せないという事情があると

いうふうに認識しております。ただ、今回に限って

は閉校する前提で進んでおりまして、中学生たちは

今後湖西中学校に行くのではなくて、岡崎中学校に

通うわけでございます。そうしますと、今通ってる

在校生は、仮設校舎で過ごして岡崎中学校に行くな

り、仮設校舎で過ごして卒業するという形になりま

す。そうしましたところ、確かに先ほども次長は子

供の１年間は大人の１年間とは大きく違う、確かに

おっしゃるとおりで、在学生にしてみると最後の中

学校生活が仮設校舎で過ごしたというのは、果たし

ていい思い出になったのかっていうところで、今後

の後輩たちが使いやすいように工事をするという面

では確かに必要なのかもしれないんですけれども、

いま一度、在学生の気持ち、先ほども生徒に説明し

たら寂しいという声もあったと、ただ期待する声も

あったというところもあるんですけれども、果たし

て在学生のためにとって仮設校舎で過ごす１年間は

本当にそれでいいのか、そこだけちょっと確認して

もいいですか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 在校生に対しては本当に申し訳なく思っていると

ころでございます。在校生にとって一番の負担とい

うのは、同じ建物の中で学校生活を送りながら工事

が行われることかなと考えています。先ほど来申し

上げていますとおり、できるだけ早く統合してほし

いということがございますので、在校生の負担を少

しでも減らすには仮設校舎に一旦移っていただいて、

令和10年開校に間に合わせるように考えているとこ

ろです。ということで、仮設校舎は必要だと判断を

したところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） じゃあ質疑を終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、１番 相曽桃子議員
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の質疑を終わります。 

 続いて、14番 竹内祐子議員の発言を許します。

14番 竹内祐子議員。 

  〔14番 竹内祐子登壇〕 

○14番（竹内祐子） 14番 竹内祐子です。議案番

号111号、初めに、歳出３款３項３目生活保護費の

ところですが、１番の質問を出している１番の増加

となった理由を伺うは理解できましたんで、２番の

積算根拠を伺うから行きたいと思います。お願いし

ます。 

○議長（神谷里枝） では、登壇して答弁をお願い

いたします。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 補正額の積算根拠でございますが、本年度の上半

期９月末までに支出した生活保護扶助費の実績を基

に、下半期もほぼ同額の扶助費を見込み、上半期の

実績に下半期の見込額を加え、年間見込額を算出い

たしました。この年間見込額と当初予算との差額

3,116万7,000円が不足額となりまして、補正額とし

て計上させていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） その算出根拠は分かりました

けど、これから年度末に向かっていくに当たり、も

うこれ以上増加もしないでいく見込みであるのでっ

ていう理解でいいですか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 現在、保護を受けられている方が、例えば大きな

事故であったり大きな病気をされて、長期入院され

るということは想定をしておりませんので、もしそ

ういったことがございましたら不足することは予想

されますが、上半期の推移でいけばこの補正額で対

応できるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 生活保護費の中に、いろいろ

な扶助費があると思うんですけれども、住宅とかい

ろいろ。この中で、やっぱり生活扶助費っていうの

が圧倒的に多いものだと私は理解しているんですけ

れども、その理解で進めていけばいいということで

すか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 生活保護費の中には、生活扶助費それから医療扶

助費、それと議員おっしゃるとおり介護扶助費、大

きく分けてこの３つの扶助費がございます。その中

でも、やはり一番大きな額といいますか一番割合を

占めているのが医療費扶助でございますので、医療

費扶助は今後さらに伸びていくのではないかなとい

うふうには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 確認できました。 

 では次へ行きます。歳出の６款２項１目の森林保

護対策費ですが、適正工期が確保できないために繰

越明許費補正として出されているんですけれども、

いつ頃何本の松を伐採するのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 補正予算成立後、速やかに一般競争入札などの手

続を開始し、３月上旬には工事請負契約を締結、マ

ツノマダラカミキリが羽化する５月末までに、被害

末589本の伐採を行う予定です。 

 なお、このスケジュールは昨年度とおおむね同じ

と見込んでおります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） はい。 

○14番（竹内祐子） 了解いたしました。 

 では次に行きます。７款１項１目のところの金融

対策費ですけれども、この積算根拠を伺います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 こちらの事業、信用保証料補給金交付制度になり

ますが、市の制度融資を活用する申請者に対しまし

て、申請者が信用保証協会に支払う信用保証料の２

分の１を補給する制度となっております。 

 補正額の積算根拠は、９月末までの申請から補助

金見込額を積算したところ上半期で223万円であっ
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たことから、下半期も同程度を見込み、年間で約

447万円というふうに積算をし、不足する257万円を

補正するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） これは、当初予算のときに

189万7,000円だったと思うんですけど、もう上半期

で227万円っていうことで、かなりの利用者が見え

たっていうことになりますけれども、これって当初

の見込みはどんな状況だったんですか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） 答えをいたします。 

 今年度の当初予算を積算するときには、その前年

の実績、予算後の計上ですので具体的に言いますと、

令和６年度の上半期の時点の実績を基に1.1倍で算

出をしているところでございます。ただ、この補給

金もそうですし融資についても、固定金利で利率も

低く、かなり金融機関の方に言わせてもかなり中小

企業者にとって非常に使いやすい制度ということも

ありまして、非常に利用が増えているということが

ございます。やはり、金融機関の融資金利というの

は、昨今の金利上昇の局面で大分上昇傾向にござい

ますので、そういった中でも使いやすいということ

で非常に利用が増えているところでございまして、

そちらがちょっと昨年度の時点ではなかなか見込み

ができなかったということで、今回補正をお願いす

るものでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） ちょっと私よく分からないん

ですけですけど、要はこの中小企業事業資金信用保

証料補給金というものは、結局、どこの銀行でもオ

ーケーっていうふうになるんですか。ごめんなさい、

今頃聞いて。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 特に金融機関の縛りはございませんので、どの金

融機関であっても利用ができるということになりま

す。もちろん、その利用者についての制約というか、

市外の事業者は利用できないとかそういったことは

ございますけれども、特に金融機関の縛りはござい

ません。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） それで、これちょっと調べて

みたときに、経営状況に応じて９段階に分かれてそ

の保証料が違うってなってたんですけれども、これ

を使う企業っていうのは、どのぐらいの規模の方た

ちが使われるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 利用する資金の使途、運転資金だったり設備資金

だったりございますけれども、あるいはその企業の

大きい小さいもございますので、一概にこういう規

模のところが多いだとかっていうところまではちょ

っと分からないんですけれども、やはりその件数に

比較してその金額が増えているので、これリスクが

高いと保証料の金額というのも当然高くなるもんで

すから、それにつれて市の補助金額も増えるという

ことで、多少平年よりもリスクが高めの事業者の方

が、もしかしたら多かったのかなというふうには推

測をしております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） このような補助金を使ってや

っていく人が増えてるっていうことは、やはり湖西

市は景気がよくなってるっていうふうに見ていいん

ですか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 設備資金につきましては、恐らく議員御指摘のと

おりだと思います。ただ、運転資金とかその辺につ

いては、一部にやはり新型コロナウイルスのときの

融資の借換えとかっていうのも含まれているので、

そういった部分については、必ずしも景気がよくな

ってきているから利用が広がっているというわけで

はないので、その辺はちょっと違いがあるのかなと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 
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○14番（竹内祐子） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では、次に行きます。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○14番（竹内祐子） 歳出10款１項４目のところで

教育施設管理費のところですが、仮設校舎を設置す

る理由は分かりました。それで、こんな今回のよう

にいろいろ質疑が出てしまうっていうことは、私た

ち議会としては、やはりこういう予算に関わるもの

はしっかりと審議しなければならないという責務が

ありますんで、予算に係ることは早くから丁寧な説

明をされてこなかったために、こんな状況になった

のかなというふうに一番は思います。私たちのほう

も、令和６年度末に基本計画が策定されましたよっ

ていうふうに配信されていて、先ほどの相曽議員じ

ゃあないけど、16億円と23億円だったらどっちがい

い、どっちがいいじゃあないけれども言われればそ

の16億円のほうでって言って、その図面も出てても

しっかり見るわけでもなかったっていうのも責任を

感じますけれども、保護者にも聞いてみたんですけ

ど、学校でも何回か説明もされたりとかいろいろさ

れていて、やはりその説明の会場に保護者自体がそ

んなに残らなかったとかいろいろ聞いてます。なん

か残って聞いても一方的に説明がされていて、それ

をそうなのかっていうふうに、受け入れるしかなか

ったかなっていうような意見を以前から伺っていま

す。アンケートも取られていて、アンケートの少数

派の意見はどうだったのかなっていうのもよく伝わ

ってこなかったし、いろいろごちゃごちゃもめてる

ときも各自治会、各自治会って言ってもいけない、

新所、入出、知波田ですか、そっちのほうの自治会

に回ってみえて、自治会のメンバーの人たちにも意

見を聞いたりとかされたのが１回だけありました。

その後、全然自治会にも見えられずにどんどん粛々

と進められていったと私は感じています。 

 今回のことについても、ちょっと予算のことだっ

たので、本当だったらせめて準備委員会だか検討委

員会だとかっていう人たちにも、もう少し丁寧な説

明をしておけば、また違った意見をもらえたのかも

しれないなって私は思うんです。本当にこんな議案

上程されたときに、私たちも意見を言うのはどうな

のかなっていうのも思いましたけれども、やはり１

億6,800万円っていう莫大な金額について、自治会

の役員の方にもちょっとお話ししてみたら、それは

１年ずらせばいいんじゃあないのっていうような意

見がありましたんで、やはりそこのところをもう少

し丁寧に各自治会にも説明したほうがよかったんじ

ゃあないんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 基本計画策定した令和６年度には、知波田地区、

新所地区、入出地区、それぞれ２回入らせてもらい

ました。アンケートを取る前と基本計画をまとめる

パブリックコメントを取る前の２回、入らせてもら

いました。学校にも同じようなタイミングで２回入

らせてもらいました。基本計画をまとまった以降、

説明が足りなかったじゃあないかというお話があり

ましたけど、そこはちょっと足りなかったかなって

いう反省は確かにございます。ただ、計画まとまっ

た以上、今年度設計を進めているその中で仮設校舎

の金額を、まだ概算ですけどはじいたということも

あります。その時点で、１億8,000万円かかるとい

うことも昨年の時点で分かりませんでした。ただ、

鷲津中学校で、仮設校舎は大体どれぐらいっていう

数字はある程度つかんではおりましたが、やはり物

価高騰の中、金額がかなり上昇してしまったのかな

っていうところがあります。説明が足りなかったっ

て言われればそこまでですけど、まずは基本計画を

まとめるまではしっかり住民の意見を聞いた上で、

計画をまとめたというところではあります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 一つ確認したいんですけれど

も、今いる在校生の湖西中学の１、２年生、３年生

はこれで卒業していってしまうので１、２年生の生

徒さんは、仮設の校舎に入るっていうことは知って

いるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 先ほどお話しさせてもらいましたが、小学校同様、



１５０ 

湖西中学校の生徒にも校長先生からお話をしていた

だいたという中で、すいませんそこまで細かく仮設

校舎云々というところは私は聞いておりませんので、

今、不確かなことをここで申し上げられません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） 一番あれですよね、そこで仮

設校舎に入って学ぶその生徒さんに、一番最初にこ

うなりますよという報告は必要だったのかなってい

うのもあるし、これからするんでしょうけど。それ

から、仮設校舎を造ったから工事の音が聞こえない

とか、そういうこともないわけじゃあないじゃあな

いですか。それに、実際そこで工事をしていれば、

そこで学ぶ子供たちにとってみれば今の生活より不

自由はするわけですよね、あらゆる面で。校庭だっ

て遊具造ったり何だかんだってやったりしなきゃあ

いけなくなるから、全てがそうだと思うんですよね。

子供は夏休みとかそういうお休みとかいろいろある

もんだから、そういう部分とかいろんなものも入れ

ながら工事をうまく進めるとか、そういうようなＡ

案、Ｂ案みたいな感じのものも示してもらえれば、

考える余地もあったのかなとかいろんなことも思い

ますけど、やはりちょっと一方的なやり方のような

気がします。結局、学校へは学校の校長さんがお話

をするようになってて、お任せしてますよっていう

ような言い方をされてるじゃあないですか、だった

らそれで自分たちもそこの場にいて確認をするとか、

情報共有というのが必要なことじゃあないんですか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 小学校の児童には、知波田小学校、東小学校、全

く同じ日に校長先生のほうからお話をさせていただ

きました。確かに、そこに教育委員会の職員はおり

ませんが、子供に直接語りかけてもらうというとこ

ろで、やはり学校の先生から直接話してもらうとい

うところに意味があると思うんです。その結果、子

供たちの反応とかはすぐに教育委員会のほうに報告

をいただきまして、先ほど私が申し上げました寂し

いっていう声がある一方、楽しみだという声のほう

が多かったという報告は受けております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 竹内議員。 

○14番（竹内祐子） よく分かりました。何にして

も、この件につきましてはやはり今すぐ決めるのは

いかがなものかなと私は思っております。 

 以上で終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、14番 竹内祐子議員

の質疑を終わります。 

 続いて、13番 佐原佳美議員の発言を許します。

13番 佐原佳美議員。 

  〔13番 佐原佳美登壇〕 

○13番（佐原佳美） 同じ議案第111号の一般会計

補正予算について質問させていただきます。 

 歳出の３款２項１目、111万2,000円の寄附のうち

32万3,000円を３つの子育て支援センターで備品を

購入したとのことだが、内訳をお願いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。こども未来部長。 

  〔こども未来部長 戸田昌宏登壇〕 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 111万2,000円の寄附のうち、子育て支援センター

への寄附につきましては30万円になります。寄附者

からの申出は、支援センター１施設当たり10万円、

３施設合計30万円を、子供が使用できる玩具などの

購入費用に充ててほしいとのことでありました。こ

の申出を受けて各支援センターで検討した結果、新

居子育て支援センターでは室内子供用ベンチ２台、

新所子育て支援センターでは屋外用子供用ベンチ１

台、西部子育て支援センターでは木製玩具の冷蔵庫

と木製棚２台の購入を予定し、この合計額が32万

3,000円になります。 

 なお、差額の２万3,000円につきましては一般財

源を充当させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました、分

かりました。これはふるさと納税の中で、子育て支

援に使ってくださいよということなのか、個人の寄

附者っていうことなのか、ありがたいことではある

んですけどどちらでしょう。 
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○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 一般寄附という形で、法人会社のほうから寄附を

いただいております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、ありがたいこ

とだと思います。のびりん、新所の子育て支援セン

ターがオープンするときも、すごく備付けというか

もう作付けの大きなおもちゃを浜松の企業さんから

寄附してもらったのを拝見したので、そういう事業

所が増えていただけるとうれしいなと思いました。 

 では、次に行きます。同じく歳出の７款１項１目

商工業振興対策費です。先ほど同僚議員が質問した

んですけど、これこれまで32件の事業者に利用して

もらって、５年以上の継続されてるところは90％以

上で30事業所だとかそこら辺はお聞きしたんですけ

ど、その前段の件数とか聞き漏らしたので、もう一

度ビジネスチャレンジ支援事業の空き店舗等利活用

出店補助金は何件分補助済みで何件分を補正するの

か、お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 令和７年11月末時点で６件、485万8,000円が交付

済みでありまして、今回、市に事前相談がありまし

た７件分を補正するものでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） これは、先ほどの金融機関等

のという、同じ７款１項１目の別の竹内議員が聞い

たところのものと同じなのか、湖西市内の企業だけ

なのかどうですか、受けられるの。企業というか活

用したい方は。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 こちらは、湖西市内の空き店舗に出店をする場合

に補助をするものでございまして、申請者の大半は

市内の方ですけれども、別に住所が市外であっても

それは湖西市内に出店するものであれば対象になる

ので、そういう意味では湖西市外も一部含まれてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがたいことですね。この

７件というのは、先ほど今言われましたっけ、新居

と鷲津地域っておっしゃいましたっけ、出る予定は。 

○議長（神谷里枝） 産業部長、お願いいたします。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 事前相談の７件については、まだどこにというの

は公表はできませんけれども、今現在こちらに採択

済みの６件についてお答えをいたしますと、開業地

域は鷲津が４件、新所原が１件、新居地区が１件の

合計で６件になります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

○議長（神谷里枝） 最後の質問。 

○13番（佐原佳美） 次の質問に行きます。歳出の

10款１項４目、これまで多くの議員が質問したこと

で、要は10款１項４目の仮設校舎設置の必要性を伺

うというところで、教育委員会からの答弁は重々分

かりました。本当に足かけ３年ですかもっとですか

ね、長いこといろんな地域へ出向いての説明からア

ンケートをから、本当に私も去年までの２年間、福

祉教育委員会でいろいろなお話を伺ってきて、いろ

んな御苦労も聞いてきたんで、ここまでたどり着い

たなって思いしてます。本当に御苦労されてここま

でたどり着いたなという思いもしてます。しかし、

いろいろな御意見が今出てますので、私がほかの方

が言われてないことを言いますと、私たちは新所か

らこの２年、自治会の副会長をしていて元学校の教

員だった方を、基本計画の頃の再編検討委員会の委

員として出てもらって、自治会の副会長でしたから

定例会だとか三役会だとかというところでいろいろ

な報告は受けていました。ですが、任期が２年なも

んですから、今年度になって報告も直接受けてない

もんですから、今回この数字が出たときにちょっと

御連絡をさせていただきました。これ聞いてますか

って言ったら、いやいや聞いてないよって。そうい
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うことだったら、俺は動議を出すよって言われたか

ら、今はその方がスライドで準備委員会のほうにな

ってて、先ほども次長がおっしゃられたように、や

ってる内容は制服だとか校歌だとか校名だとか、通

学のことだとかそっちの内容になっているから、そ

れは言えないみたいですけどねっていう話もしたん

です。だけれども俺は、やはり大事な税金だし、そ

れは子供たちは少しでも早くっていうのは分かるけ

れども、そういうお金のことを言ったら、それは何

も令和10年にこだわらないよっていう意見が絶対多

いと思うから、俺は準備委員会であっても、出せる

ものなら動議を出したいってそこまで言ってくださ

ったんです。それで、私もちょうどうちが今、孫が

中学２年生がいて、中３になるときに出てしまうか

な、ちょうど当事者世代なので嫁さんや息子に聞く

と、そんな税金で１億8,000万円あったら子供たち

にもっといいことができる、もっといいことという

かもちろん学校の再編もいいことなんですけれども、

有効活用できるんじゃあないかという声は聞いてお

ります。先ほどの菅沼 淳さんのお孫さんと同級な

もんですから、そういう声は保護者から聞いてるん

です。なので、本当に私も福祉教育のときにいろい

ろ情報提供していただく中で言ったのは、Ａ案、Ｂ

案のときに、必ず金額を示して言っていただきたい

っていうことを言いました。それで、安いほうを皆

さん委員さんが取ったっていうことでそれはよかっ

たなって、だけれどもその後、先ほども次長のお話

を聞いてると、つい最近その１億8,000万円という

のもいよいよこの段階になって分かったっていうこ

となので、示すことができなかったというのは無理

もないことだとは思うんですけども、どうか、外構

工事を先にやって、中のほうは後でとか何か考えて

１年ずらせば、可能なような案もあるようにも聞こ

えたりもしたものですから、ぜひともそういう御検

討を今後いただく余地はないものか、お伺いいたし

ます。要は、この準備のための金額は承認できない

なという思いでおります。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 この仮設校舎につきましては、あらゆる検討をい

たしました。昨年度から今年度、今に至るまで、特

に設計業務を行う中で、空き教室に何とか移せない

かとか階ごとでどうか、そういったあらゆる検討を

した結果、やはり仮設校舎がなければ令和10月４月

には間に合わないというところで、今回補正予算に

計上させていただいているものです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 意向は分かりました。これ以

上聞いても同じ答えになる。ありがとうございまし

た。 

○議長（神谷里枝） 以上で、13番 佐原佳美議員

の質疑を終わります。 

 続いて、６番 加藤治司議員の発言を許します。

６番 加藤治司議員。 

  〔６番 加藤治司登壇〕 

○６番（加藤治司） 議案番号111の８款４項１目

都市計画関係経費ですけども、都市計画関係計画業

務委託料が、当初の792万9,000円から1,500万円増

額されて合わせて2,300万円になっていますが、県

から入手する予定のデータの内容や活用方法を伺い

ます。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。都市整備部長。 

  〔都市整備部長 匂坂隆拡登壇〕 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えをいたします。 

 入手するデータは、県が令和４年に西遠都市圏を

対象に実施をしました、パーソントリップ調査を基

に作成をされたデータです。 

 具体的には３種類のデータがございまして、１つ

目には圏域内を複数のゾーンに分割したゾーン割の

データ、２つ目は分割された各ゾーンから発生する

移動量や集中する移動量を示すＯＤデータ、３つ目

は主要な道路の交通量を示すネットワークデータで

す。そして、それぞれ令和４年を現況として推計し

たデータ、令和27年までのトレンドを加味した推計

データ、そして将来ビジョンに基づく推計データを

提供いただく予定です。 

 また、活用方法についてですが、こちらは市内の

ゾーン割りをより細かくして、また県の推計では反
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映されていない市道をネットワークに加えるなどの

条件の下、入手したデータを活用し、将来交通量推

計を実施をいたします。そして、推計結果を基にイ

ンターチェンジアクセス道路を含めた市内道路網の

評価・検証を行い、都市計画道路の新規決定や未整

備区間の見直し、さらには道路整備の優先順位判定

の根拠資料を作成します。これらの業務を建設コン

サルタントに委託をしようとするものです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） なかなか理解に困難な御説明

でしたけど、単純な話、さっき2,300万円っていう

数字を出しましたけど、これ今言われた内容を将来

的にアクセス道路とかインターチェンジとか、そう

いうものを造るために使うということですけども、

どういうような依頼の方法で2,300万円という見積

り結果が出てきたんですか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えをいたします。 

 具体的な業務の作業内容ということでお答えをさ

せていただきますと、まず道路の再検証を行うとい

うことで再検証対象路線の抽出、それから再検証路

線の必要性や合理性の検証、さらに新道路網による

検証、必要性の再検証方針の作成、こういった内容

を行うこととしております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） こういう今言われたような結

果というのは、どういうような形で業者から提出さ

れるんですか。どのぐらいの期間でそれをやって、

2,300万円という根拠をもう少し分かりやすく教え

ていただきたいんですけど。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えをさせていた

だきます。 

 個々の作業ごとの幾らぐらいかかるかというのは、

入札に影響を及ぼす可能性があるもんですから、そ

この説明は控えさせていただくんですけれども、委

託する業務の中では、道路ネットワーク等の条件を

変化させながら、最適な評価結果が得られるように

様々なパターンでの交通量推計と、ネットワークの

評価を行うということで、トライアンドエラーをし

ながら繰り返し行うということで、業務にはある程

度の期間を要するものであるというふうなものでご

ざいます。また、こうした業務を的確に行い、合理

的な成果を得るには、交通量推計及び都市計画の分

野に精通をするとともに、ほかの自治体などでの同

種業務の完了実績があるなど、技術力が高く業務遂

行能力がある建設コンサルタントに業務委託する必

要があるということで、こういったところから見積

りを聴取をして決めていくといったことでございま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） すみません、分からないもの

から質問してるもんですから。最後に１個だけ教え

てください。その見積りで得た資料は、どの程度の

期間の後に出てできて、それを湖西市が活用するの

に適したデータかどうかというのは、誰がどうやっ

て判定するんですか。 

○議長（神谷里枝） 整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えをいたします。 

 一般的に、業務を発注する前に見積りというのは

取りますので、今回は予算計上のための見積りをい

ただいて金額を上げておりますけども、実際、発注

する段階では、その発注の前の段階でもう一度見積

りを取り直すということになります。それから、見

積り自体は１社取るのではなくて、やっぱり複数の

見積りを取った中で、各社から出てきた見積りの内

容を精査をして決めるといったことでやってまいり

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） さっき質問をした中で１個だ

け、どのぐらいの期間でお仕事をやっていただく予

定なんですか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 今のところ、契約手

続を経まして、令和８年になりまして２月か３月ぐ

らいから着手をして、令和９年３月の完了を目指す
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ということとしております。 

 以上です。 

○６番（加藤治司） 分かりました。１年間ぐらい

でやっていただくような内容だということですね。

また見積りのその時期が来て、相みつを依頼すると

いうことですよね。そのときが来ましたらまた教え

てください。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 発注の前の段階で、

見積り依頼をかけて取ります。ただ、それ自体が入

札に関わるものですので、内容についてお答えする

ということはできないということで御理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○６番（加藤治司） 半分了解しました。どうもあ

りがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、６番 加藤治司議員

の質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を15時25分、

10分間の休憩ですけどもお願いいたします。 

午後３時15分 休憩 

───────────────── 

午後３時25分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 続いて、２番 山本晃子議員の発言を許します。

２番 山本晃子議員。 

  〔２番 山本晃子登壇〕 

○２番（山本晃子） ２番 山本晃子です。同じく

議案111号に関してです。 

 歳出３款３項１目です。先ほどの先輩議員、同僚

議員の質問によって大方は理解できたんですが、増

加分の28世帯32人に関して、平均年齢、日本人、外

国人の内訳を教えてください。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いします。

健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 本年度に入り、９月末までに新たに保護を開始と

なった世帯及び人数は28世帯32名になります。この

うち、葬祭扶助のみを適用した４世帯４名を除いた

受給者の平均年齢は58.8歳でございます。申請理由

は、主に高齢が10世帯、傷病が７世帯、障害者が１

世帯でございました。また、これらの理由に該当し

ないその他の世帯が６世帯でございます。保護を開

始した28世帯32名のうち日本人が24世帯25名、外国

人が４世帯７名になります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 承知いたしました、ありがと

うございました。 

 続いて、歳出７款１項１目のビジネスチャレンジ

支援事業に関してなんですが、先ほどの先輩議員の

質疑で１番は理解できました。２番の利用者の属性

を教えてください。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 申請者の属性につきまして、令和３年度の制度創

設時からの累計の数字を申し上げますと、32件のう

ち個人事業主が22件、法人が10件となります。また、

申請者の住所所在地でございますが、湖西市内が23

件、市外が９件となっております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。年齢

とか性別とか、外国の方がいらっしゃったかってい

うことを知りたかったんですけれども、お分かりに

ならなければ大丈夫です。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） 年齢・性別については公

表を差し控えたいと思うんですけれども、国籍につ

きましてはそもそも要件となっていないため確認を

しておらず、こちらでは把握はできないというとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 続いて、同じく７款１項１目の湖西市中小企業支

援融資の件ですが、257万円の補正額は何件分でど
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のような業種に利用されているのか教えてください。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 こちらは、先ほど答弁さしあげたとおり、令和７

年度の上半期の実績と同程度の約40件を見込んでお

ります。今年度（令和７年度）に、信用保証料補給

金交付制度を申請されている主な業種は、サービス

業、製造業、卸売・小売業、建設業となります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。この

利用というのは、先ほどよく分からなかったんです

が、積極的な融資なのかそれとも資金繰りのための

融資、どちらがどんな感じなのかお分かりになれば

教えていただけますか。 

○議長（神谷里枝） 暫時暫時休憩とします。 

午後３時31分 休憩 

───────────────── 

午後３時31分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 すいません、お待たせいたしまして。資金使途に

ついては、運転資金それから設備資金がございます。

先ほど答弁したとおり、設備資金は比較的前向きな

投資とも言えるかなと思うんですけど、運転資金に

ついては千差万別というか、そちらの何が前向きか

何が後ろ向きかっていうところも、なかなか判断が

難しいところもございますし、そういった観点で統

計も把握してないもんですから申し訳ございません、

こちらではデータを持ち合わせていないということ

になります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

もう一つ同じところ７款１項１目ですね、２番の利

用者の属性をお願いします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 令和７年度、上半期の利用者の属性をお答えいた

しますと、個人事業主が22件、法人が19件の計41件

となっております。その業種の内訳といたしまして

は、サービス業が９件、製造業が９件、卸売・小売

業が８件、建設業が８件、その他が７件となってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございました。 

 では続いて、歳出10款１項４目です。こちらは、

先ほどから先輩議員、同僚議員、皆さんが質問され

ていますし、私自身も一般質問させていただきまし

たので取り下げさせていただきます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員、10款１項４目、１、

２、３全部取り下げてよろしいですか。 

○２番（山本晃子） 大丈夫です。 

○議長（神谷里枝） 分かりました。 

○２番（山本晃子） 歳出10款１項５目です。修繕

料611万7,000円の内訳を教えてください。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 内訳につきましては、鷲津小学校ほか４校の消防

設備修繕に266万6,000円、岡崎中学校の給水設備修

繕に90万9,000円、鷲津小学校の防火設備修繕に83

万6,000円、白須賀小学校の給食用リフト修繕に80

万4,000円、岡崎小学校のプールろ過設備修繕に90

万2,000円を要し、これらを合計し611万7,000円と

なっております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 理解しました、ありがとうご

ざいました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、２番 山本晃子議員

の質疑を終わります。 

 通告されました質疑は以上です。ほかに質疑のあ

る方はいらっしゃいますか。二橋議員。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。先ほどから、
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特に小中学校の再編の話なんですけども、いろいろ

議員のほうからいろんな意見が出て、そんな中で、

答弁の中でいろいろ疑問が出たもんですからお聞き

します。 

 まず、岡崎中学校の改修工事がどの程度を見込ん

でいるのか、この間の質問の中でも２年間かかりま

すよっていうような大きな枠でありましたけども、

それをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いします。

教育次長。 

  〔教育次長 鈴木啓二登壇〕 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 湖西中学校の改修工事、約９億円という説明をさ

せていただいております。そのうち１億8,000万円

が仮設校舎というところで、そのほか約７億円につ

いてなんですが、南校舎につきましては内装の改修

であるとか学童教室の設置、手洗い場の撤去・新設、

トイレの洋式化等々、北校舎につきましては特別教

室が多いんですが、そこでは理科室の改修、理科室

には机なんかがずっとあるんですが、小学生の高さ

にそろえる、ちょっと低くする必要があるというこ

と、それから技術室の改修、小学校では技術室とい

うものは必要ではありませんので、そこを地域住民

との交流を目的とした集会室へ用途変更したいとい

うことを考えております。そういった等々ありまし

て、あと大きなところでいいますと、今申し上げま

したのは小学生仕様に改修する内容です。それ以外

に屋上防水工事、それから外壁改修等々、遊具の設

置なんかもありますが、特に屋上防水と外壁改修に

つきましては、今の計画では2030年から2035年にも

ともとやる予定のものでした。それを今回の改修に

合わせて前倒ししてやろうとしているものです。 

 内容の説明は以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） なぜこの総額的なことを聞い

たかっていうと債務負担行為ね、かなりの投与する

計画があるということで、今回の補正にも当然それ

が出てきてるもんですから、あと岡崎中学校のほう

の改修も当然あるんですよね、それがこの間の答弁

では、２年かかるっていうようなことをちらっと聞

いたんですけども、そこら辺はどうなんですか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 岡崎中学校の工事につきましては、湖西中学生が

統合するということで、教室が不足いたしますので

増築を予定しております。南校舎の南側に新たに建

物を建てるというところで、どうしても１年では建

設ができないということで、２か年の計画で令和８、

９年で予定しております。予算については当初予算

で予定しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） なぜ心配したかっていうと、

今この前年度の決算で将来負担比率が非常に上がっ

てるんですよね。将来的に今予測されるのは、病院

とかあるいはここの庁舎の話も出てて、これ最終的

にどうなるのかって心配なってるもんですからちょ

っと聞いたんですけども、それで先ほどの答弁の中

で校長先生の意見とかあるいは地域の意見で、とに

かく早くやったほうがいいよというような意見をい

ただいておるんですけども、それはそれで尊重しな

ければいけないと思うんですけども、財政負担とい

うのはこれ湖西市民の全体の話なもんですから、例

えば今言う仮設の１億8,000万あたりでも、財政負

担を本来なら湖西市民に問わないといけないという

こういう状況じゃあないかなと思います。ですから、

すごく大きなお話ですので、そこら辺をどのように

考えているのかお聞きします。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 確かに、金額が大きいということで、まずこの再

編を考えるに当たりまして、建て替えという選択肢

も一つございました。ただ、そこには既存の校舎を

改修すれば十分ではないかという検討を重ねて、や

はり新築はないだろうというところで、既存の校舎

を改修するという計画で進めていく中で、どうして

もやはり令和10年４月開校に間に合わせるには仮設

校舎が要るという判断になったわけなんですが、金

額もかなりの金額になるということで、何とか仮設

校舎が要らない方法はないだろうかということであ



１５７ 

らゆる検討いたしましたが、どうしても必要である。

さらに、令和10年４月に間に合わせるには仮設校舎

が必要だという判断に至ったところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） くどくも言いますように、確

かにそれは湖西中学校区の課題とは申しましても、

財政負担というのはやっぱり湖西市全体の市民の財

政負担でございますので、これは大きな問題だと思

います。 

 先ほどの中でもう一つ疑問点が浮かんだのは、仮

設校舎、これは鷲津中学校南、北、両校舎を改築し

ておるんですけども、これあくまでもリース料とし

て２億円ずつかかってるんですよね。これ見ても、

仮設校舎っていうのはこのぐらいかかるんだってこ

とは当然分かってた話だと思うんですけども、そこ

の確認はどうなんですか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 今回の仮設校舎は、子供

たちが過ごす普通教室分なんです。普通教室６部屋

とあとは特別支援教室２部屋で８教室というところ

で、南校舎部分の１億8,000万円をリースとして、

１億8,000万円の中には仮設校舎と先ほどから申し

ておりますが、中学校の東側から工事車両が進入し

てくる鉄板敷きも予定しておりまして、そういった

経費も含んでいる中での１億8,000万ということで、

北校舎の特別教室についてはそのまま使いながらと

いうことで考えています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） これは仮設校舎でリース料っ

ていうことなもんですから、掛け捨てなんですよね。

私たちの財産にはなりません。なぜ、先ほどくどく

言ったかと申しますと、債務負担行為、これ将来的

に今どんどん加算していって、将来的にかなり負担

比率が高くなってると思うんですよ。今、例えば緊

急の場合の財政指標として財政調整基金ございます

よね。これ今20億円ちょっと切ったぐらいじゃあな

いかなと思いますけども、今、掛川市があの規模で

７億2,400万円ぐらいだと思うんですけども、かな

り方々減らしてるんだけども、将来に負担をかけな

い、というのは人口が減っていくから将来に負担か

けられないんですよ。ですから、こういうときに財

政調整基金を取り崩すという方法論もあるんじゃあ

ないかなと、そんなふうに思いますけどどうですか。 

○議長（神谷里枝） 市長。 

○市長（田内浩之） 二橋議員、御質問ありがとう

ございます。 

 ただ、この学校のこのことに関して財政調整基金

を取り崩すというのは考えておりません。今現時点

でも、先ほどの二橋議員、約20億円というお話があ

りましたけども、もう少しやはり積んでおきたいな

という考えです。やはり、特に災害においてこの財

政調整基金というのはとても大事な金額になってお

りますので、繰り返しになりますがこの学校の仮設

校舎のために財政調整基金を崩すということは、今

のところ考えておりません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 分かりました。一応、財政調

整基金はまだまだ今後の対策として温存していくと

こういうことだと思いますけども、いずれにいたし

ましてもこの特にこの仮設校舎、本当に使い捨てっ

ていうか、本当リース料なもんですからもう掛け捨

てなんですよね。これが果たして湖西市民に本当に

受け入れられるのかどうかっていうを皆さん心配し

てお話をしてると思うんですよ。ですから、もう少

し立ち止まって慎重に考えていかないと、まずいか

なというのが私の意見ですので、これから皆さん方

の御意見も聞かなきゃあいけないし、そういうこと

でちょっと再度質問させていただきましたけども、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（神谷里枝） 以上で、18番 二橋益良議員

の質疑を終わります。 

 ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。馬場

議員、どうぞ。 

  〔16番 馬場 衛登壇〕 

○16番（馬場 衛） 16番 馬場 衛です。議案第

111号 令和７年度湖西市一般会計補正予算（第６

号）、この中の10款１項４目、これについては今二
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橋議員入れて７名の方が質疑をさせていただいてお

ります。そんな中で、１点だけ私は確認をさせてい

ただきたいと思います。 

 学校を再編に伴い、この仮設校舎を含めて計画ど

おり進めたいというのが当局、教育委員会のお考え

ですか、それの認識でよろしいでしょうか、そこだ

け確認をさせてください。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

  〔教育次長 鈴木啓二登壇〕 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 これまで、北部地区については長いこと議論を重

ねて、昨年（令和６年度）に基本計画をまとめるこ

とができました。その中で、アンケートも取らせて

いただきまして、令和10年４月開校に向けて進めて

いくということで計画をまとめたところですので、

現在設計を進めているところですので、市としては

その予定で進めていきたいと考えているところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） その確認ができれば十分です

ので、私の質疑は終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（神谷里枝） 以上で、16番 馬場 衛議員

の質疑は終わります。 

 ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） では、以上で質疑を終わりま

す。馬場議員。 

○16番（馬場 衛） 議長、動議のための発言の許

可をお願いします。 

○議長（神谷里枝） 発言を許します。 

  〔16番 馬場 衛登壇〕 

○16番（馬場 衛） 16番 馬場 衛。この際、修

正動議を提出いたします。 

 議案第111号 令和７年度湖西市一般会計補正予

算（第６号）に対し、歳出予算10款第１項教育総務

費に係る補正額4,739万1,000円のうち一部減額する

ため所要の修正と、債務負担行為補正のうち仮設校

舎リース料を削除されることを望みます。 

○議長（神谷里枝） ただいま、16番 馬場 衛議

員から、議案第111号 令和７年度湖西市一般会計

補正予算（第６号）の修正の動議が提出されました。

賛成される方はいらっしゃいますか。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） ただいま、16番 馬場 衛議

員から、議案第111号 令和７年度湖西市一般会計

補正予算（第６号）の修正の動議が提出され、所定

の賛成者がありましたので動議は成立いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を16時５分の

予定でお願いいたします。 

午後３時53分 休憩 

───────────────── 

午後４時05分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 ただいま、16番 馬場 衛議員ほか16名から、デ

ータで配信しましたとおり修正の動議が提出されま

したので、提出者に修正案の提案理由の説明を求め

ます。16番 馬場 衛議員 

  〔16番 馬場 衛登壇〕 

○16番（馬場 衛） 16番 馬場 衛です。先ほど

の動議を出すときに、数字が間違っておりましたの

で修正させていただきます。 

 歳出10款総務費第１項教育総務費の補正額4,739

万1,000円と申し上げましたですが、4,739万円の誤

りです。訂正しておわびを申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

 それでは提案理由について、説明をさせていただ

きます。 

 令和７年度湖西市一般会計補正予算（第６号）の

一部を次のように修正いたします。 

 第１条、第１表歳入歳出予算補正及び第２表債務

負担行為補正の一部を、別紙のように改めてさせて

いただきます。その内容は、歳出10款総務費１項教

育総務費の補正額4,739万円を4,703万円に改め、13

款予備費１項予備費の補正額36万円を追加するもの

でございます。このほか、補正額の修正に伴う経費

の欄などの修正額は、修正案に記載のとおりでござ

います。また、本修正に伴う補正額の総額に変更は

ございません。また、第２表中の事項、仮設校舎リ
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ース料、期間令和７年度から令和９年度、限度額１

億8,117万円を削除するものでございます。 

 提案理由を申し上げます。 

 急激な人口減少が進展する中、将来の教育環境の

充実に向けた学校再編計画の必要性については十分

理解しており、その計画そのものに異議を唱えるも

のではありません。しかしながら、子供たちが日々

学ぶ環境は何よりも優先されるべきであり、その観

点から、今回の補正予算の内容については慎重な検

討が必要であると考えています。 

 今回、仮設校舎としてプレハブ校舎を設置するに

当たり、１億8,000万円を超える多額の費用を投じ

ながら、その活用期間が１年間に限られている点は、

財政運営の観点からも市民の理解を得る観点からも

妥当性に疑問が残ります。そして、何より現計画で

は、中学生活をプレハブ校舎で過ごし、卒業する学

生が生じます。湖西中学校の改修を終え、新小学校

を開設するのであれば、子供たちが安心・安全に学

べる環境を確保され、プレハブ校舎の費用も不要と

なります。 

 学校再編は、市民の御協力をいただきながら進め

るものであり、今回の修正案は議会としても苦渋の

決断を迫られるものではありますが、よりよい手法

を選択するために提案するものであります。 

 以上の理由から、今回の補正予算のうち仮設校舎

リース料に関する経費については、他の選択肢も含

めて検討し直すことが必要であると判断し、本修正

案を提出するものです。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 すみません、最初のほうの提案理由の中のその内

容、歳出10款教育費でございますので、総務費と言

ってしまいまして申し訳ありません。訂正しておわ

び申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（神谷里枝） 説明は終わりました。 

 修正案に対する質疑を行います。質疑のある方は

いらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 討論を行います。まず、修正案に対して討論のあ

る方はいらっしゃいますか。山本議員。 

  〔２番 山本晃子登壇〕 

○２番（山本晃子） ２番 山本晃子です。議案第

111号 令和７年度湖西市一般会計補正予算（第６

号）に対する修正案に対し、賛成の立場で討論させ

ていただきます。 

 湖西中学校に仮設校舎を設置する必要はないと考

え賛成いたします。今回の仮設校舎建設は、令和８

年度の知波田小学校１年生が10名を下回ることをき

っかけに、東小学校と知波田小学校の統合が計画さ

れました。その新しい統合校の学級規模は、開校年

度の令和10年には１年生から３年生が１クラス、４

年生から６年生が２クラスです。しかし、３年後の

令和13年には全学年が１クラスとなる予定です。さ

らに、一昨年度と昨年度比較で湖西市全体の出生数

は298人から242人へと56名も減少し、今年度の出生

数も昨年同様240人ほどと予想されます。少子化が

これまで以上の速度で進行していることがうかがえ

ます。また、この仮設校舎の建設によって、現在の

湖西中学校２年生の生徒に受験を控えた中、仮設校

舎で過ごし、卒業を迎えなければならないという負

担を強いる形にもなります。 

 そのような中で、僅か１年しか使用しない仮設校

舎に１億8,117万円もの多額の税金を投入するとい

う判断には到底賛成ができません。 

 教育長は、保護者が一日も早い統合を望んでいる。

令和８年度に１学年10人も下回ると御答弁されまし

た。しかし、多くの保護者や地域住民の皆様は、仮

設校舎に１億8,117万円もかかるということを知ら

されていません。この金額を御存じであれば本当に

同じ判断をされるのか、私は大いに疑問を感じてい

ます。また、財政状況を冷静に見れば、なおさら慎

重な判断が求められるはずです。 

 湖西市は、これから大型事業が続き、財政の逼迫

も懸念されます。このような状況で、僅か１年しか

使用されない１億8,117万円もの仮設校舎を建設す

ることには、将来世代に対して説明できる支出とは

到底思えません。開校を１年遅らせて、令和11年に

すればこの予算は丸々不要になるのです。しかも、

そもそも東小学校か知波田小学校のいずれかを統合

校の校舎にすれば、令和10年を待つことなく、保護
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者の方の少しでも早く統合をという希望もかなえら

れ、補修は必要かもしれませんが湖西中学校改修費

用９億617万円は随分と抑えられるのではないので

しょうか。さらに申し上げれば、出生数の減少はこ

れまでの想定以上のスピードで進んでいます。これ

は、湖西市だけではなく全国的な傾向です。こうし

た急激な少子化の中で、今回の統合だけを個別に進

めるのではなく、一度立ち止まって市全体の学校規

模や配置、将来推計を含めた統合計画を総点検する

必要があると私は考えております。 

 岡崎中学校も７億2,800万円の工事予算をかけ改

修する予定ですが、岡崎中学校と湖西中学校が統合

した後の生徒数の推移も非常に気になるところでご

ざいます。 

 これらの理由から、今回の１億8,117万円の仮設

校舎建設には反対であり、市にはより現実的で持続

可能な教育環境整備の判断を求めたいと思います。 

 以上のことから、議案第111号 令和７年度湖西

市一般会計補正予算（第６号）に対する修正案に対

し、賛成とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はいらっしゃいますか。竹内

議員。 

  〔14番 竹内祐子登壇〕 

○14番（竹内祐子） 14番 竹内祐子。議案第111

号 令和７年度湖西市一般会計補正予算（第６号）

の修正案について、私は賛成討論をさせていただき

ます。 

 北部地区の学校再編について、私は反対ではあり

ません。しかし、今市では大型事業が続き、財政調

整基金の状況も不安です。少しでも無駄を省き、市

民の福祉向上に努めたいと考えています。 

 子供たちにとって、よりよい教育環境を充実させ

ることは私たちの使命でもあります。 

 湖西中学校の改修について、地元の自治会役員の

意見を伺う機会がありました。北部の学校再編につ

いて、総額費用約16億円の費用で行うことについて

は、御存じありませんでしたので説明をさせていた

だきました。その中に、仮設校舎１億8,000万円の

リース料についても相談しましたところ、それは１

年ずらせばいいことだという意見をいただきました。

令和10年に小中一斉に移行したいという考えは分か

りますが、今それをとどまって中学校、小学校とい

うように移行していけばいいと考えています。 

 また、白須賀地区の学校再編についても、まだ方

向性が未定なので急ぐ必要もないと私は考えます。 

 以上の理由で、修正案に私は賛成いたします。 

○議長（神谷里枝） ただいまの討論は、賛成討論

でした。 

 ほかに討論のある方はいらっしゃいますか。二橋

議員。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。今お２人の

議員の方々から賛成討論を聞いておりまして、私は

この議案第111号 令和７年度湖西市一般会計補正

予算（第６号）の、修正案に賛成するものでござい

ます。 

 歳出10款１項４目については、この執行について

は基本的にはもう一度内容について吟味し、そして

その執行には慎重な論議がなされて初めて執行でき

るものだと考えております。 

 まず、この湖西中学校の改修工事でございますが、

何度も申し上げているとおり、仮設のプレハブ等々

に関しましては、当然リース料として負担をするも

んですから、湖西市の財産にはなりません。そして、

よくよく考えてみますと、湖西中学校に編入するた

めには、岡崎中学校の整備もしなければいけないと

いうことで、ここにも相当の費用の負担がかかるわ

けでございまして、この両方をうまく調整するため

には、やはり結論から言いますと少し時期をずらし、

中学を先に移転し、そして小学校を後からというよ

うな考え方が一番ベターではないかなと考えており

ます。 

 そもそも、先ほどの答弁の内容を聞きますと、校

長先生からの聴取あるいはＰＴＡ、地域からの声

等々が主体になって、本来この整備というのは教育

委員会の教育総務課が担当することでございまして、

この行政が考えるべきだと思っております。そして、



１６１ 

これから債務負担行為で将来の比率を上げるという

ことは、将来の子供たちに負担をかける、そして債

務負担行為には当然金利がつきますし、今後この金

利については変動的な問題もございます。ですから、

私は一応一つの考え方として、財政調整基金の投入

も考えなきゃあいけないんじゃあないかなと思って

おります。 

 そうした中で、やはりいま一度立ち止まり、そし

て地域住民あるいは湖西市民のための統廃合だと思

っておりますので、そうした全体的な考え方の中で、

やはり理解を得られるための施策をお願いしたいと

いうことで、修正案の賛成とさせていただきます。 

 以上で終わります。 

○議長（神谷里枝） ただいまの討論も賛成討論で

ございました。 

 ほかに討論のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で修正案に対する討論を

終了いたします。 

 続いて、原案に対しての討論であります。修正案

を除いた部分の補正予算に対して討論のある方はい

らっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第111号について採決をいたしま

す。 

 初めに、本件に対し16番 馬場 衛議員から提出

された修正案について採決を行います。本修正案に

賛成の議員の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、修正案は可決されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案につ

いて採決を行います。修正部分を除く部分を原案の

とおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。よって、

修正部分を除く原案は可決されました。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 次に、日程第21 議案第112

号 令和７年度湖西市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第112号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第112号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第22 議案第113号 令

和７年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、13番 佐原佳美議

員の発言を許します。13番 佐原佳美議員。 

  〔13番 佐原佳美登壇〕 

○13番（佐原佳美） 13番 佐原佳美です。議案第

113号の令和７年度湖西市介護保険事業特別会計補

正予算（第２号）の、主要事業の概要の歳出１款１

項１目一般管理費のところで、令和８年４月施行予

定の介護保険制度改正に係るシステムの改修の財源

をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 
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○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 介護保険システムの改修に係る財源につきまして

は、国の制度であります「介護保険事業費補助金交

付要綱」により、国が２分の１を負担することとさ

れております。また、補助金は国の予算の範囲内で

交付するとされており、過去の実績を見ますと２分

の１に満たない額が交付されているケースがござい

ます。現時点では、具体的な交付額が確定していな

いことから、前年度繰越金を財源として計上させて

いただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。な

ぜ疑義を生じて質問したかといいますと、この参考

資料の56ページ、今は可決しましたが国民健康保険

特別会計のほうの、来年度からの新たな子ども・子

育て支援金分に係る賦課徴収というシステムには、

10分の10の国庫支出金がついておりまして、また次

のこれから審議する後期高齢者のほうにも、10分の

10で国庫支出金が出ておりましたもんですから、何

で介護保険だけ繰越金を使うのかなという疑問でし

たが、制度がもともとの新規制度だから10分の10な

のか分かりませんが、そちらで質問はしませんでし

たが理由は分かりました。 

 以上で、ありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、13番 佐原佳美議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第113号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第113号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第23 議案第114号 令

和７年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第114号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第114号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第24 議案第115号 令

和７年度湖西市公共下水道事業会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はござ

いません。質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第115号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第115号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第25 議案第116号 令

和７年度湖西市水道事業会計補正予算（第２号）を

議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、５番 柴田一雄議

員の発言を許します。５番 柴田一雄議員。 

  〔５番 柴田一雄登壇〕 

○５番（柴田一雄） ５番 柴田一雄です。議案第

116号 令和７年度湖西市水道事業会計補正予算

（第２号）でございます。２点ほど通告をさせてい

ただいております。 

 まず１つ目です。今回の補正予算は、資本的収入

におきまして、国土交通省における補助金の前倒し

による追加補正となっておりますが、こちらの概要

と内訳についてお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。環境部長。 

  〔環境部長 内藤健作登壇〕 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 概要につきましては、国土交通省より補助事業で

ある上下水道一体効率化・基盤強化推進事業におけ

る、上下水道ＤＸ推進事業の追加補正の確保に伴う

事業の前倒し要請がありましたことから、本市にお

きましても要請に対応し、事業の推進を図ろうとす

るものであります。 

 具体的な内容としていたしましては、令和８年度

に予定していた水道スマートメーターの購入に充て

るもので、本補正を御可決いただいた後、速やかに

入札に向けた手続を進めていくものであります。 

 補助金の内訳につきましては、水道スマートメー

ターの購入費用１億3,314万円約4,800個分に対しま

して、補助率３分の１である4,438万円が補助金額

となります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 柴田議員。 

○５番（柴田一雄） 概要と内訳については理解を

させていただきました。ところで、御答弁にもあり

ましたけれども、水道スマートメーターの設置につ

きましては、国の上下水道一体効率化・基盤強化推

進事業の採択を受けまして、令和９年度までに市内

全ての水道メーターのスマート化を図るよう計画さ

れておりますが、現在の進捗状況はいかがでしょう

か。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 スマートメーターは、令和５年度から令和９年度

までの５か年計画で設置を進めており、令和７年度

末で約58％の設置が完了する予定です。また、今回

の補正により約4,800戸のスマートメーターを前倒

しで購入し、順次設置作業を行い、令和８年12月頃

までには約78％の設置が完了すると見込んでおりま

す。令和９年度の市内全てのスマートメーター化に

向けて順調に進捗をしております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 柴田議員。 

○５番（柴田一雄） 計画どおりに進捗していると

のことで承知をいたしました。 

 それでは、次の２つ目の質問に入りたいと思いま

す。 

○議長（神谷里枝） はい。 

○５番（柴田一雄） 補助金の交付前倒しに伴う効
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果をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 これまでの補助金の事務処理においては、４月に

水道スマートメーター購入の入札を開始し、８月頃

に調達を行った上で順次取付け作業を行ってまいり

ました。今回の前倒しにより、本補正を御可決いた

だいた後から入札の準備に着手できるようになり、

調達時期を８月から年度当初に早めることができま

す。 

 以上のことから、効果といたしましては調達時期

の早期前倒し、それに伴いスマートメーターを早期

に設置することができ、設置時における電波状況の

確認作業も早期に対応できるようになります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 柴田議員。 

○５番（柴田一雄） 時間軸としての効果は確認を

することができましたけども、それでは運用面につ

いての効果はいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 現在、スマートメーターの利活用の取組としまし

て、産学官による時間帯別料金の実証実験やフレイ

ル検知の実証実験を行っております。時間帯別の料

金につきましては、今月16日から３回目の実証実験

を開始するところであります。また、早期前倒しに

よりスマートメーターを設置することで、水道の利

用状況のデータの取得が幅広くできるようになるこ

とから、たくさんのデータを蓄積し、実証実験のデ

ータ検証において、より有効な活用が可能になると

いうふうに考えております。 

 それともう一つ、スマートメーターは漏水の検知

の機能も有しているため、早期に設置をすることで

宅内での漏水の早期発見にもつながり、市民サービ

スの向上にもつながるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 柴田議員。 

○５番（柴田一雄） よく理解できました。こちら

の事業に関しましては、先般、私も有志の議員の一

人といたしまして、国土交通省それから財務省等へ

要望活動にお伺いしましたけれども、水道スマート

メーターの市内全域への設置は、全国におきまして

も先駆けた取組でありまして、新たな水道技術には

大きな期待が寄せられております。引き続き、市民

の生命を守る水の安心・安全な提供に向けて、強靱

な水道事業経営を期待しております。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（神谷里枝） 以上で、５番 柴田一雄議員

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第116号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第116号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第26 議案第117号 令

和７年度湖西市病院事業会計補正予算（第２号）を

議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３
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項の規定に基づいて委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はいらっしゃいま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第117号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷里枝） 挙手全員であります。したが

いまして、議案第117号は原案のとおり可決されま

した。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第27 議案第118号 令

和７年度湖西市消防防災センター第２期建設工事

（解体工事）の契約締結についてを議題といたしま

す。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（神谷里枝） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 田内浩之登壇〕 

○市長（田内浩之） 議案第118号につきまして御

説明申し上げます。 

 令和７年度湖西市消防防災センター第２期建設工

事については、去る11月19日、総合評価落札方式を

用いた一般競争入札を執行いたしました。 

 その結果、株式会社中村組湖西営業所が落札いた

しましたので、１億7,490万円で工事請負契約を締

結しようとするものでございます。 

 なお、本工事につきましては、令和８年12月21日

の完成を予定するものでございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（神谷里枝） 説明は終わりました。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。 

 ここで、本日委員会に付託いたしました議案を事

務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（神谷里枝） 議案第118号に対する質疑事

項のある方は、12月17日正午までに通告をしてくだ

さい。 

 それでは、本日はこれにて散会いたします。お疲

れさまでございました。 

午後４時48分 散会 

───────────────── 

 


